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　社会福祉連携推進法人（地域共生社会の実現の
ための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和
２年法律第52号）第２条の規定による改正後の社
会福祉法（昭和26年法律第45号）（以下「法」と
いう。）第128条第一号イに規定する社会福祉連携
推進法人をいう。以下「連携推進法人」という。）
については，地域における良質かつ適切な福祉サ
ービスの提供及び社会福祉法人（法第22条に規定
する社会福祉法人をいう。以下同じ。）の経営基
盤の強化を図るため，社会福祉法人等が社員とな
り，福祉サービス事業者間の連携・協働を図るた
めの取組を行う新たな法人制度として創設される
ものである。
　この連携推進法人は，一般社団法人のうち，法
に定める基準に適合するものにつき，国又は都道
府県若しくは市（特別区を含む。以下同じ。）（以
下「認定所轄庁」という。）が認定することとさ
れている。
　今般，認定所轄庁における認定事務及び連携推
進法人の業務運営等については，一般社団法人及
び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48
号），法並びに社会福祉法施行令（昭和33年政令
第185号）及び社会福祉法施行規則（昭和26年厚
生省令第28号）等の関係法令の規定のほか，別添
の「社会福祉連携推進法人認定・運営基準」によ
ることとし，令和４年４月１日から適用すること
としたので，御了知の上，管内市町村（指定都市
及び中核市を除く。）及び社会福祉法人等関係各
方面への周知をお願いする。
　なお，別添の別紙１の10の⑴の規定について
は，内閣府子ども・子育て本部並びに厚生労働省
子ども家庭局及び老健局と協議済みであることを
申し添える。
　また，本通知は，地方自治法（昭和22年法律第
67号）第245条の４第１項の規定に基づく技術的
助言に該当するものである。

別添

　現在の我が国においては，少子高齢化，核家族
化の進行等により，人口減少や血縁，地縁，社縁
といった地域における共同体機能の脆弱化が生じ
るなど，社会構造が大きく変化してきている。
　こうした中，国民の福祉ニーズは，高齢世帯と
障害を抱える子どもとが同居するケースや，育児
と介護とを同時に担わなければならない，いわゆ
るダブルケアが必要となるケース，がんを抱えな
がら就労を継続するケースなど，多様で複合的な
ものとなってきている。
　身近な地域の中での暮らしを持続可能なものと
するためには，こうした多様で複合的な福祉ニー
ズに包括的に対応できる体制を構築しつつ，高齢
者や障害者，子どもなど，属性や世代を超えて誰
もが役割を持ちながら地域社会に参画し，お互い
がお互いを支え合う「地域共生社会」の実現に向
けた取組を進めていくことが求められる。
　他方，社会福祉法人は，制度発足以降，高齢者
や障害者，子どもといった属性別，制度別の福祉
サービスの担い手として，その専門性を高めてき
た。
　「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援
体制の構築に当たっては，社会福祉法人を始めと
した多様な関係機関が，これまでに培われてきた
専門性を発揮しながら連携し，地域住民の多様で
複合的な福祉ニーズに対応していくとともに，こ
うした連携を下支えするため，人口減少等による
地域の在り方の変化を見据え，将来にわたって持
続可能な経営を確立していくことが求められてい
る。
　これまで，このような法人間の連携は，個々の
法人による自主的な連携や，社会福祉協議会を介
した連携，合併・事業譲渡などが進められてきた

社会福祉連携推進法人
認定・運営基準

第�１　社会福祉連携推進法人制度創
設の趣旨

①社会福祉連携推進法人の認定等について
（令和３年11月12日社援発1112第１号）
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ところであるが，法人間の自主的な連携，社会福
祉協議会を介した連携では連携の度合いが弱く，
一方で合併・事業譲渡では連携の度合いが強す
ぎ，中間的な選択肢がないとの指摘があった。
　今般，地域共生社会の実現を見据え，これらに
加えた事業展開の新たな選択肢とする観点から，
社会福祉連携推進法人（社会福祉法（昭和26年法
律第45号。以下「法」という。）第128条第一号イ
に規定する社会福祉連携推進法人をいう。以下

「連携推進法人」という。）を創設することとした。
　今後，全国各地で連携推進法人の活用を進めて
いくことにより，社会福祉法人を始め，同じ目的
意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携
し，地域特性に応じた創意工夫ある新たなサービ
スの創出や，福祉人材の確保とともにその働きや
すい職場環境の整備，物資調達の効率化など，規
模の大きさを活かした多様な取組が促進され，地
域福祉の一層の推進，社会福祉法人の経営基盤の
強化等に資することが期待されるものである。

１�　連携推進法人の行う業務の内容（法第125条
及び第132条第４項関係）

⑴�一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
（平成18年法律第48号。以下「一般法人法」と
いう。）に基づき設立される一般社団法人は，
次の①から⑥までに掲げる業務（以下「社会福
祉連携推進業務」という。）の全部又はいずれ
かを行おうとする場合に，法第125条に規定す
る所轄庁（以下「認定所轄庁」という。）から
連携推進法人に係る認定（以下「社会福祉連携
推進認定」という。）を受けることができるも
のであること。
①�　地域福祉の推進に係る取組を社員が共同し

て行うための支援（以下「地域福祉支援業
務」という。）

②�　災害が発生した場合における社員が提供す
る福祉サービスの利用者の安全を社員が共同
して確保するための支援（以下「災害時支援
業務」という。）

③�　社員が経営する社会福祉事業（法第２条第
１項に規定する社会福祉事業をいう。以下同
じ。）の経営方法に関する知識の共有を図る
ための支援（以下「経営支援業務」という。）

④�　資金の貸付けを通じた社会福祉事業に係る
業務を行うのに必要な資金を調達するための

第２　連携推進法人の行う業務

支援（以下「貸付業務」という。）
⑤�　社員が経営する社会福祉事業の従事者の確

保のための支援及びその資質の向上を図るた
めの研修（以下「人材確保等業務」という。）

⑥�　社員が経営する社会福祉事業に必要な設備
又は物資の供給（以下「物資等供給業務」と
いう。）

⑵�連携推進法人は，確実に社会福祉連携推進業務
を行う体制を担保するため，社会福祉事業を行
うことができないものであること。（法132条第
４項）

⑶�連携推進法人が行う社会福祉連携推進業務の具
体的内容については，⑵及び次の２から８まで
の留意点を満たし，かつ関係法令に抵触しない
範囲で，その創意工夫に基づき，多様な取組を
自由に行うことが可能であること。

２�　地域福祉支援業務の実施上の留意点（法第
125条第一号関係）

⑴�地域福祉支援業務の内容が次の①から③までの
いずれにも該当しているものであること。
①　地域福祉の推進に係る取組であること
②�　当該取組を社員が共同して行うものである

こと
③�　当該取組を連携推進法人が支援するもので

あること
⑵�⑴の①にいう「地域福祉の推進に係る取組」と

は，法令に基づく事業に関連する取組に限ら
ず，地域住民の福祉ニーズに対応するインフォ
ーマルな取組が広く該当すること。

⑶�⑴の③にいう「当該取組を連携推進法人が支援
する」とは，当該取組の実施に当たって，福祉
サービスの提供は社員が行うことを前提としつ
つ，社員間の情報共有や連絡調整，ノウハウの
共有等といった連携強化のための支援を行うこ
とをいうものであること。

　�　したがって，ここでいう「支援」とは，社員
を対象とする必要があり，法第132条第４項の
規定により，社会福祉事業を行うことはできな
いこととされているとおり，原則として，連携
推進法人自体が主体となって，地域住民等に対
し，社会福祉事業その他社会福祉を目的とする
福祉サービスを提供するような取組は該当しな
いものであること。

　�　ただし，例外的に，地域の福祉ニーズを踏ま
えつつ，連携推進法人が社員である社会福祉法
人等を支援する一環で，社会福祉を目的とする
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福祉サービス（社会福祉事業を除く。）であっ
て，先駆的なものや地域における供給量が著し
く不足するもの等を行う場合については，次の
ア及びイの要件をいずれも満たせば，地域福祉
支援業務に該当するものとして差し支えないこ
と。

　ア�　連携推進法人と社員の両方が当該福祉サー
ビスを提供していること

　イ�　連携推進法人から社員へのノウハウの移転
等を主たる目的とするなど，連携推進法人が
福祉サービスを実施することが社員への支援
に当たること

⑷�地域福祉支援業務の内容については，法第24条
第２項に規定する，いわゆる「地域における公
益的な取組」を含め，社員が行う地域福祉に関
する取組を促進するなどの観点から，例えば次
のようなものが考えられること。
・�　地域住民の生活課題を把握するためのニー

ズ調査の実施
・�　ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の

企画立案，支援ノウハウの提供
・　取組の実施状況の把握・分析
・　地域住民に対する取組の周知・広報
・�　社員が地域の他の機関と協働を図るための

調整
・�　社員の経営する施設又は事業所（以下「施

設等」という。）の利用者であって，判断能
力が不十分なもの等に対する法人後見

３�　災害時支援業務の実施上の留意点（法第125
条第二号関係）

⑴�災害時支援業務の内容が次の①から③までのい
ずれにも該当しているものであること。
①�　災害が発生した場合において，社会福祉事

業を経営する社員が提供する福祉サービスの
利用者の安全を確保するための取組であるこ
と

②�　当該取組を社員が共同して行うものである
こと

③　当該取組を連携推進法人が支援すること
⑵�⑴の①にいう「災害」には，自然災害に限ら

ず，感染症の発生等の危機的状況も含まれるも
のであること。

　�　また，「社会福祉事業を経営する社員が提供
する福祉サービス」とは，社会福祉事業を経営
する社員が提供する福祉サービスであれば，社
会福祉事業に限らず，特段の制約はなく，例え

ば福祉避難所として受け入れた被災者等に対す
る支援も含まれるものであること。

⑶�⑴の③にいう「当該取組を連携推進法人が支援
する」とは，社員が提供する福祉サービスの利
用者の安全を確保するための取組に対して，社
員間の情報共有や連絡調整，人材や物資の融通
等といった支援を行うものであること。

⑷�災害時支援業務の実施に当たって，連携推進法
人及びその社員は，常に連携推進法人の活動区
域内の地方公共団体（認定所轄庁以外の地方公
共団体を含む。以下同じ。）と連携し，これら
の対策と調和が保たれるよう，努めなければな
らないこと。

⑸�災害時支援業務の内容については，災害時にお
いて，社員が提供する福祉サービスに係る事業
継続性の確保や相互支援体制の整備などを図る
観点から，例えば次のようなものが考えられる
こと。
・　災害時支援ニーズの事前把握
・�　いわゆる業務継続計画の策定や避難訓練の

実施
・�　被災した社員の経営する施設等（以下「被

災施設等」という。）に対する被害状況調査
の実施

・�　被災施設等に対する応急的な物資の備蓄・
提供

・�　被災施設等の利用者の他施設への移送の調
整

・�　被災施設等で不足する人材の応援派遣の調
整

・�　地方公共団体との連絡・調整

４�　経営支援業務の実施上の留意点（法第125条
第三号関係）

⑴�経営支援業務の内容が次の①及び②のいずれに
も該当しているものであること。
①�　社員が経営する社会福祉事業の経営方法に

関する知識の共有を図る取組であること
②�　当該取組を連携推進法人が支援するもので

あること
⑵�⑴の①にいう「社員が経営する社会福祉事業の

経営方法に関する知識の共有」とは，特定の社
員が持つ経営方法に関する知識を共有すること
に限らず，社会福祉事業の経営ノウハウを共有
するなどの取組も該当するものであること。

　�　また，ここでいう「社会福祉事業の経営方法
に関する知識」とは，社会福祉事業の経営を確
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立するためには幅広い知識が求められることを
踏まえ，直接的に社会福祉事業に関わる知識に
限られるものではないこと。

⑶�⑴の②にいう「当該取組を連携推進法人が支援
する」とは，当該取組の実施に当たって，社員
間の連絡調整，社員へのコンサルティング等の
支援を行うものであること。

⑷�経営支援業務には，連携推進法人が社員の事務
処理の代行を行うことも含まれるが，関係法令
に違反しない範囲で行われる必要があること。

　�　例えば，租税に関する申告や書類の作成等は
税理士法（昭和26年法律第237号）により，労
働基準法（昭和22年法律第49号）や職業安定法

（昭和22年法律第141号）等に基づく書類の作成
や手続等は社会保険労務士法（昭和43年法律第
89号）により，連携推進法人が行うことはでき
ないこととされているので，留意のこと。

⑸�経営支援業務の内容については，社員の経営の
適正化又は効率化などを支援する観点から，例
えば次のようなものが考えられること。
・�　社員に対する経営ノウハウ等に関するコン

サルティングの実施
・�　賃金テーブルの作成等人事・給与システム

に関するコンサルティングの実施
・�　社員の財務状況の分析・助言
・�　社会福祉法人会計に関する研修の実施等適

正な財務会計の構築に向けた支援
・�　社員の特定事務に関する事務処理の代行
・�　社員の施設等における外国人材の受入れ支

援（介護職種に係る技能実習の監理団体とし
て行う業務に限る。）

５�　貸付業務の実施上の留意点（法第125条第四
号関係）

⑴�貸付業務の内容が次の①及び②のいずれにも該
当しているものであること。
①�　社会福祉法人である社員に対する貸付けで

あること
②�　当該貸付けに係る原資は，貸付けを受ける

社員以外の社会福祉法人である社員から連携
推進法人に対して貸付けを受けたものである
こと

⑵�貸付業務を行う場合の契約の締結方法について
は，次の①及び②のとおりとすること。
①�　貸付原資を連携推進法人に提供する社員
（以下「貸付原資提供社員」という。）と連携
推進法人との間の金銭消費貸借契約，連携推

進法人と貸付けを受ける社会福祉法人である
社員（以下「貸付対象社員」という。）との
間の金銭消費貸借契約を，それぞれ締結する
こと

②�　貸付資金が返済不能となる場合に備え，返
済不能時の資金回収手続や，回収資金分配等
の処理について，私法上の契約を締結するこ
と

⑶�貸付業務は，民間金融機関による融資や独立行
政法人福祉医療機構等による政策融資の補完的
な役割を担うものであること。

⑷�⑵の①に規定する金銭消費貸借契約について，
連携推進法人の社員は，特別の利害関係を有す
る社員が議決権を行使したことによって，著し
く不当な決議がされた場合，一般法人法第266
条の規定に基づき，裁判所に社員総会等の決議
の取消しの訴えが提起できるものであること。

⑸�貸付業務の実施に当たっては，⑴から⑷までに
掲げるほか，別紙１の「貸付業務の実施方法」

〔→本参考資料20頁〕に従って行うこと。

６�　人材確保等業務の実施上の留意点（法第125
条第五号関係）

⑴�人材確保等業務の内容が次の①及び②のいずれ
かに該当しているものであること。
①�　社員が経営する社会福祉事業の従事者の確

保のための支援
②�　社員が経営する社会福祉事業の従事者の資

質の向上を図るための研修
⑵�⑴の①にいう「社会福祉事業の従事者の確保」

には，次のような多様な取組が広く含まれるも
のであること。
・�　新たな従事者の募集や採用，外国人材の受

入れの調整等多様な人材の確保のための取組
・�　社員間の人事交流の支援等既存の従事者が

職場に定着するための取組
・�　学生に対する職場体験の調整等福祉の仕事

の魅力を発信するための取組
⑶�人材確保等業務には，連携推進法人が社員間の

人事交流を支援することも含まれるが，労働関
係法令に抵触しない方法で行う必要があること。

　�　例えば，連携推進法人が自ら求人及び求職の
申込みを受け，社員である法人との間の雇用関
係の成立をあっせんすることは職業安定法に定
める職業紹介事業に該当し，連携推進法人と従
業員とが雇用契約を締結し，当該従業員を社員
である法人の指揮命令において当該社員の下で
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係る費用の効率化，事務負担の軽減などを図る
観点から，例えば次のような内容が考えられる
こと。
・�　紙おむつやマスク，消毒液等の衛生用品の

一括調達
・�　介護ベッドや車いす，リフト等の介護機器

の一括調達
・�　介護記録の電子化等ICTを活用したシステ

ムの一括調達
・�　社員の施設等で提供される給食の供給

８�　社会福祉連携推進業務以外の業務の取扱い
（法第132条第３項・第４項関係）

⑴�社会福祉連携推進業務以外の業務（以下「その
他業務」という。）については，社会福祉連携
推進業務に関連する業務であって，次の①から
③までの要件を満たすものについては，行って
差し支えないものであること。
①�　その他業務の事業規模が連携推進法人全体

の事業規模の過半に満たないものであること
②�　その他業務を行うことによって社会福祉連

携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがな
いものであること

③�　社会福祉事業その他社会福祉を目的とする
福祉サービス事業でないこと

⑵�その他業務の内容については特段の制約はない
が，連携推進法人の社会的信用を傷つけるおそ
れのあるもの又は投機的なものは適当ではない
こと。

⑶�その他業務から得られた収益は，社会福祉連携
推進業務に充当すること。

１�　連携推進法人に置くべき組織機関の運営等
（法第147条関係）

　連携推進法人に置くべき組織機関の運営及び第
４に規定する連携推進法人の業務運営は，以下に
よるほか，一般法人法のうち，一般社団法人に係
る規定（ただし，同法第５条第１項（名称），第
67条第１項及び第３項（監事の任期），第128条

（貸借対照表等の公告）並びに第５章（合併）の
規定を除く。）によること。
２　社員及び社員総会
⑴社員

①　社員の役割

第�３　連携推進法人に置くべき組織
機関

労働に従事させることは，労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す
る法律（昭和60年法律第88号。以下「労働者派
遣法」という。）に定める労働者派遣事業に該
当するものであり，職業紹介事業又は労働者派
遣事業を行う場合は，別途職業安定法又は労働
者派遣法の規定に基づき，適正な手続により許
可を得る必要があること。

⑷�法第134条の規定に基づき，社員が連携推進法
人に対し，社会福祉事業に従事する労働者の募
集を委託する場合には，別紙２の「委託募集の
特例の実施方法」〔→本参考資料23頁〕に従っ
て行うこと。

⑸�人材確保等業務の内容については，社員が提供
する福祉サービスの従事者の確保，その職場へ
の定着，資質の向上などを図る観点から，例え
ば次のようなものが考えられること。
・�　社員合同での採用募集
・�　出向等社員間の人事交流の調整
・�　賃金テーブルや初任給等の社員間の共通化

に向けた調整
・�　社員の施設等における職場体験，現場実習

等の調整
・�　社員合同での研修の実施
・�　社員の施設等における外国人材の受入れ支

援（経営支援業務である介護職種に係る技能
実習の監理団体として行う業務を除く。）

７�　物資等供給業務の実施上の留意点（法第125
条第六号関係）

⑴�物資等供給業務の内容が次の①及び②のいずれ
にも該当しているものであること。
①�　社員が経営する社会福祉事業に必要な設備

又は物資であること
②�　当該設備又は物資を連携推進法人が供給す

ること
⑵�⑴の②にいう「当該設備又は物資を連携推進法

人が供給すること」には，連携推進法人が一括
調達して社員に供給することのほか，連携推進
法人が生産して社員に供給することを含むもの
であること。

　�　なお，食品衛生法（昭和22年法律第233号）
等の関係法令を遵守した上で，社員から連携推
進法人が委託を受けて，社員の施設等で提供さ
れる給食の供給を行うこともこれに含まれるも
のであること。

⑶�物資等供給業務については，社員の物資調達に
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り，社員の過半数は社会福祉法人でなけれ
ばならないことから，社会福祉法人以外の
法人が社員に加わる場合は，３以上の社員
が必要となるものであること。

ウ�　法人でない者は社員として参画できない
こと。このため，２以上の施設等を有する
法人の場合，施設等単位ではなく，法人と
して社員に参画しなければならないもので
あること。

エ�　１の法人が複数の連携推進法人の社員と
なることを妨げるものではないこと。

⑵社員総会
①　社員総会の役割

　社員総会は，法人運営に係る重要事項の意
思決定機関として，一般法人法の規定に基づ
き，社員が出席し，理事，監事，会計監査人
の選任・解任や定款の変更，計算書類や役員
報酬等基準の承認，社員の除名等の決議を行
うものであること。

②�　議決権に関する留意事項（法第127条第五
号イ及び施行規則第40条第２項関係）
ア�　連携推進法人の社員の議決権について

は，社員間の公平性を担保するため，原則
として，１社員当たりの議決権は，１の議
決権であること。

イ�　アの規定にかかわらず，連携推進法人の
適切かつ効果的な運営を推進する観点か
ら，次の㋐から㋒までに掲げる要件を全て
満たす場合には，定款の定めるところによ
り，原則とは異なる取扱いとすることも可
能であること。
㋐�　社会福祉連携推進目的に照らし，不当

に差別的な取扱いをしないこと
㋑�　社員が連携推進法人に対して提供した

金銭その他の財産の価額に応じて異なる
取扱いをしないこと

㋒�　１の社員に対し，総数の半数を超える
議決権を配分しないこと

ウ�　イの㋐にいう「不当に差別的な取扱い」
に該当するものとしては，例えば，次のよ
うな場合が考えられること。
・�特定の法人格であることを理由に議決権

の配分を減らすこと
・�貸付業務の貸付けを受けることを理由に

議決権の配分を減らすなど，社会福祉連
携推進業務に当たって社員間に生じる立
場の違いを理由に議決権の配分を減らす

　社員は，会費や入会金，業務委託費等（以
下「会費等」という。）を負担し，連携推進
法人の運営に参画するとともに，その運営に
係る重要事項の意思決定に当たって，社員総
会において議決権を行使するものであること。

②�　社員に参画できる者の範囲（法第127条第
二号関係）
ア�　連携推進法人の社員に参画できる者の範

囲については，次の㋐から㋓までに掲げる
者のいずれかであること。
㋐　社会福祉法人
㋑�　社会福祉事業を経営する法人（㋐に該

当する法人を除く。）
㋒�　介護保険法（平成９年法律第123号）

に規定する居宅介護支援事業や老人福祉
法（昭和38年法律第133号）に規定する
有料老人ホームを経営する事業等，社会
福祉を目的とする福祉サービス事業を経
営する法人（㋐及び㋑に該当する法人を
除く。）（「社会福祉法施行規則及び社会
福祉法人会計基準の一部を改正する省令

（令和３年厚生労働省令第176号）による
改正後の社会福祉法施行規則（昭和26年
厚生省令第28号。以下「施行規則」とい
う。）第40条第１項第二号）

㋓�　介護福祉士養成施設や社会福祉士養成
施設，保育士養成施設，初任者研修実施
機関等，法第89条に規定する社会福祉事
業等従事者を養成する機関（学校を含
む。）を経営する法人（㋐から㋒までに
該当する法人を除く。）（施行規則第40条
第１項第一号）

イ�　アの㋑から㋓までにいう「法人」の法人
格の種別は問わないものであること。

ウ�　地方公共団体については，社会福祉法人
等に対し，施設等の許認可，補助金等の支
給，指導監督等の優越的地位にあることか
ら，議決権を行使し得る社員となることが
できないものであること。ただし，地方公
共団体と連携推進法人が実効上の連携を図
ることを妨げるものではないこと。

③　その他社員に関する留意事項
ア�　社員の過半数は，社会福祉法人でなけれ

ばならないものであること。（法第127条第
二号）

イ�　２以上の法人が社員として参画しなけれ
ばならないこと。なお，アの規定のとお
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おいて，これを下回る割合を定めることも
可。）の議決権を有する社員は，理事に対
し，一定の事項を社員総会の目的とするこ
とを請求することができること。（一般法
人法第43条第２項）

カ�　社員は，社員総会において，社員総会の
目的である事項につき，議案を提出するこ
とができること。（一般法人法第44条）

キ�　社員総会の決議は，定款に別段の定めが
ある場合を除き，総社員の議決権の過半数
を有する社員が出席し，出席した当該社員
の議決権の過半数をもって行うこと。ただ
し，社員の除名，定款の変更等の事項につ
いては，総社員の半数以上であって，総社
員の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行わなければならないこと。（一般
法人法第49条）

ク�　書面による議決権行使は，議決権行使書
面を提出して行うこと。また，書面によっ
て行使された議決権の数は，出席した社員
の議決権の数に算入すること。（一般法人
法第51条）

ケ�　理事及び監事は，社員総会において，社
員から特定の事項について説明を求められ
た場合には，当該事項について必要な説明
をしなければならないこと。（一般法人法
第53条）

コ�　社員総会の議事については，議事録を作
成し，社員総会の日（次のサに規定する決
議の省略により，決議があったものとみな
された日を含む。）から10年間，主たる事
務所に，並びに社員総会の日から５年間，
その写しを従たる事務所に備え置かなけれ
ばならないこと。また，社員及び債権者
は，連携推進法人の業務時間内は，いつで
も当該議事録の閲覧又は謄写の請求ができ
ること。（一般法人法第57条）

サ�　社員総会の目的である事項について，社
員全員が書面又は電磁的記録により同意の
意思表示をしたときは，当該提案を可決す
る旨の社員総会の決議があったものとみな
されること。（一般法人法第58条）

３　代表理事，理事及び理事会
⑴代表理事及び理事

①　代表理事及び理事の役割
　理事は，連携推進法人の業務を執行すると

こと
エ�　イの㋒にいう「１の社員に対し，総数の

半数を超える議決権を配分しないこと」に
ついては，社員総会での実質的な議論を確
保できない配分を行わないことが趣旨であ
り，特定の少数の社員において過半数の議
決権が寡占状態にあるなど，これと同視さ
れるような配分は認められないものである
こと。

オ�　社員である社会福祉法人の議決権が総社
員の議決権の過半数を占めていること。

カ�　議決権の行使は，社員に係る法人の代表
者が行うこと。ただし，一般法人法第50条
第１項の規定により当該代表者以外の代理
人が議決権を行使する場合には，当該議決
権行使の内容につき，あらかじめ社員に係
る法人の理事会において決議を経ている必
要があるとともに，連携推進法人に対し，
代理権を証明する書面を提出しなければな
らないこと。

③　社員総会の運営に関する留意事項
ア�　社員総会は，一般法人法及び定款で定め

た事項に限り，決議をすることができるこ
と。（一般法人法第35条第２項）

　�　なお，連携推進法人は，一般法人法に規
定する理事会設置一般社団法人に該当する
ことから，社員総会において，一般社団法
人に関する一切の事項について決議をする
ことができる旨を規定する一般法人法第35
条第１項は適用されないことに留意のこと。

イ�　社員総会は，総社員の議決権の10分の１
以上（定款において，５分の１以下の割合
を定めることも可。）の議決権を有する社
員が裁判所の許可を得て招集する場合を除
き，理事が招集すること。（一般法人法第
36条第３項及び第37条）

ウ�　社員が社員総会を招集する場合を除き，
社員総会の日時・場所等の招集に関する事
項の決定は，理事会の決議によること。

（一般法人法第38条第２項）
エ�　理事は，社員総会の日の１週間前まで

に，社員に対して招集を通知しなければな
らないこと。ただし，書面又は電磁的方法
による議決権行使ができることとする場合
には２週間前までに当該通知を行う必要が
あること。（一般法人法第39条）

オ�　総社員の議決権の30分の１以上（定款に
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によって生計を維持している者
㋕�　㋓及び㋔に掲げる者の配偶者
㋖�　㋒から㋔までに掲げる者の三親等以内

の親族であって，これらの者と生計を一
にするもの

カ�　同一法人出身理事の制限
　理事のうち，同一法人出身者は，理事の
総数の３分の１（社員の数が２である連携
推進法人にあっては，２分の１）を超えて
はならないこと。
キ　任期
　選任後２年以内に終了する会計年度（一
般法人法に規定する事業年度に同じ。以下
同じ。）のうち最終のものに関する定時社
員総会の終結の時までであること。
　ただし，定款の定めによりこれを短縮す
ることは可能であること。
　また，再任することは差し支えないこと。

ク　業務執行理事
　一般法人法第91条第１項の規定により，
理事会の決議によって代表理事以外の業務
を執行する理事を選定することも可能であ
ること。

⑵理事会（法第127条第五号ニ関係）
①　理事会の役割

　理事会は，一般法人法の規定により，業務
執行の決定，理事の職務の執行の監督，代表
理事の選定及び解職を担うものであること。

②　理事会の運営に関する留意事項
ア�　代表理事又は業務執行理事は，３か月に

１回以上（定款において，毎会計年度に４
か月を超える間隔で２回以上とすることも
可。），自己の職務の執行の状況を理事会に
報告しなければならないこと。（一般法人
法第91条第２項）

イ�　理事は，競業及び利益相反取引を行う場
合には，理事会において，当該取引につい
て重要な事実を開示し，その承認を受けな
ければならないこと。（一般法人法第92条）

ウ�　理事会は，各理事（理事会を招集する理
事を定款又は理事会で定めたときは，当該
理事）が招集すること。（一般法人法第93
条）

エ�　理事は，理事会の日の１週間前（定款に
おいて，これを下回る期間を定めることも
可。）までに，各理事及び各監事に対して
招集を通知しなければならないこと。（一

ともに，理事会を構成するものであること。
　また，代表理事は，連携推進法人を代表す
る者として理事の中から選定し，一般法人法
第77条第４項の規定により，連携推進法人の
業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為
をする権限を有するものであること。

②　代表理事及び理事に関する留意事項
ア�　員数（法第127条第五号ロ⑴及び同号ハ

関係）
　理事を６人以上置き，このうち代表理事
を１人選任すること。

イ　選任・解任
　理事は，一般法人法第63条第１項の規定
により，社員総会の決議によって選任さ
れ，一般法人法第70条第１項の規定によ
り，社員総会の決議によって解任すること
ができるものであること。
　また，代表理事は，一般法人法第90条第
２項及び第３項の規定により，理事会にお
いて，理事の中から選定し，解職すること
ができるものであること。
　その際，併せて第５の９に規定する認定
所轄庁の認可が必要となることに留意のこ
と。

ウ�　資格要件（法第127条第五号ロ⑷及び施
行規則第40条第５項関係）
　社会福祉連携推進業務について識見を有
する者及び社会福祉連携推進業務を実施す
る区域（以下「社会福祉連携推進区域」と
いう。）における福祉サービスに関する実
情に通じている者をそれぞれ含むこと。

エ　兼職禁止
　同一の連携推進法人の監事又は社会福祉
連携推進評議会の構成員を兼ねることがで
きないものであること。

オ�　特殊関係者の制限（法第127条第五号ロ
⑵及び施行規則第40条第３項関係）
　理事のうちに，次に掲げる各理事の特殊
関係者が３人を超えて含まれず，さらに理
事及びその特殊関係者が理事の総数の３分
の１を超えて含まれないこと。
㋐�　当該理事の配偶者
㋑�　当該理事の三親等以内の親族
㋒�　当該理事と事実上婚姻関係と同様の事

情にある者
㋓�　当該理事の使用人
㋔�　当該理事から受ける金銭その他の財産
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及び施行規則第40条第４項関係）
　監事のうちに，次に掲げる各理事及び監事

（以下「役員」という。）の特殊関係者が含ま
れていないこと。
ア　当該役員の配偶者
イ　当該役員の三親等以内の親族
ウ�　当該役員と事実上婚姻関係と同様の事情

にある者
エ�　当該役員の使用人
オ�　当該役員から受ける金銭その他の財産に

よって生計を維持している者
カ�　エ及びオに掲げる者の配偶者
キ�　ウからオまでに掲げる者の三親等以内の

親族であって，これらの者と生計を一にす
るもの

⑥　同一法人出身監事の制限
　監事のうち，同一法人出身者が含まれず，
かつ理事との同一法人出身者は１人までとす
ること。

⑦　任期
　選任後２年以内に終了する会計年度のうち
最終のものに関する定時社員総会の終結の時
までであること。
　ただし，定款の定めによりこれを短縮する
ことは可能であること。
　また，再任することは差し支えないこと。

５　会計監査人
⑴会計監査人の役割

　会計監査人は，一定以上の規模を有する連携
推進法人が作成する計算書類及びその附属明細
書並びに財産目録を監査し，会計監査報告（一
般法人法第107条第１項に規定する会計監査報
告をいう。以下同じ。）を作成するものである
こと。

⑵�会計監査人に関する留意事項（法第127条第五
号ホ及び施行規則第40条第７項関係）
①�　会計監査人の設置義務対象法人の基準
（「社会福祉法施行令等の一部を改正する政令
（令和３年政令第302号）による改正後の社会
福祉法施行令（昭和33年政令第185号。以下

「施行令」という。）第33条及び施行規則第40
条の２）

　�　次のア又はイのいずれかに該当する場合に
は，会計監査人を選任しなければならないも
のであること。
ア�　最終会計年度において定時社員総会の承

般法人法第94条）
オ�　理事会の決議は，議決に加わることがで

きる理事の過半数（定款において，これを
上回る割合を定めることも可。）が出席
し，その過半数をもって行うこと。（一般
法人法第95条第１項）

　�　その際，社員総会とは異なり，書面によ
る議決権行使は認められていないので留意
のこと。

カ�　理事会の決議の目的である事項に係る提
案について，議決に加わることができる理
事全員が書面又は電磁的記録により同意の
意思表示をしたとき（監事が当該提案につ
いて意義を述べたときを除く。）は，当該
提案を可決する旨の理事会の決議があった
ものとみなす旨を定款で定めることができ
ること。（一般法人法第96条）

キ�　理事会の議事については，議事録を作成
し，理事会の日（カの決議の省略により，
決議があったものとみなされた日を含む。）
から10年間，主たる事務所に備え置かなけ
ればならないこと。また，社員及び債権者
は，裁判所の許可を得て，当該議事録の閲
覧又は謄写の請求ができること。（一般法
人法第97条）

４　監事
⑴監事の役割

　監事は，理事の職務執行を監査し，監査報告
（一般法人法第99条第１項に規定する監査報告
をいう。以下同じ。）を作成するものであるこ
と。

⑵監事に関する留意事項
①　員数（法第127条第五号ロ⑴関係）

　２人以上置くこと。
②　選任・解任

　３の⑴の②のイの理事の取扱いと同様であ
ること。

③�　資格要件（法第127条第五号ロ⑷及び施行
規則第40条第５項関係）
　財務管理について識見を有する者を含むこ
と。

④　兼職禁止
　同一の連携推進法人の理事又は職員，社会
福祉連携推進評議会の構成員を兼ねることが
できないものであること。

⑤�　特殊関係者の制限（法第127条第五号ロ⑶
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を廃止する定款の変更をした場合には，会計
監査人の任期は，当該定款の変更の効力が生
じた時に満了するものであること。

６　社会福祉連携推進評議会
⑴社会福祉連携推進評議会の役割

　社会福祉連携推進評議会は，連携推進法人の
意見具申・評価機関として，理事会の決議に基
づき代表理事が招集するものであること。

⑵社会福祉連携推進評議会に関する留意事項
①�　社会福祉連携推進評議会の構成（法第127

条第五号ヘ⑴関係）
　社会福祉連携推進評議会の構成は，地域福
祉の増進に資するよう，連携推進法人が実施
する社会福祉連携推進業務の種類に応じ，福
祉サービスを受ける立場にある者，社会福祉
に関する団体，学識経験を有する者を始め，
幅広い視点から，中立公正な立場で，連携推
進法人に対して意見を述べることができるよ
うにしなければならないこと。その際，構成
員には，社会福祉連携推進区域における福祉
サービスに関する実情に通じている者を必ず
加えること。

②�　社会福祉連携推進評議会の構成員の選任・
解任
　社員総会の決議により行うこと。

③　社会福祉連携推進評議会の構成員の員数
　３人以上置くこと。

④　任期
　選任後４年以内に終了する会計年度のうち
最終のものに関する定時社員総会の終結の時
までであること。
　また，再任することは差し支えないこと。

⑤�　社会福祉連携推進評議会による意見具申
（法第127条第五号ヘ⑵関係）
　社会福祉連携推進評議会は，次のアからエ
までに掲げる事項につき，審議を行い，必要
に応じ社員総会及び理事会において意見を具
申できるものであること。
ア�　法第127条第五号ヘ⑵の規定に基づき，

貸付対象社員が予算の決定又は変更等を行
うにつき，連携推進法人による承認の適否

イ�　連携推進法人の事業計画の内容
ウ�　社会福祉連携推進評議会の構成員の定数

の変更
エ�　構成員の過半数の賛成により，社員総会

又は理事会において意見を述べる必要があ

認を受けた損益計算書（現に会計監査人を
設置している法人にあっては，一般法人法
第127条の規定により，社員総会に報告さ
れ た 損 益 計 算 書 ） 中，「 当 該 年 度 決 算

（Ａ）」の「サービス活動収益計⑴」欄に計
上される額が30億円を超えること。

イ�　最終会計年度において定時社員総会の承
認を受けた貸借対照表（現に会計監査人を
設置している法人にあっては，一般法人法
第127条の規定により，社員総会に報告さ
れた貸借対照表とし，一般社団法人成立
後，最初の定時社員総会までの間にあって
は，一般法人法第123条第１項に規定する
成立の日における貸借対照表）の負債の部
に計上される額の合計額が60億円を超える
こと。

②　員数
　１人以上置くこと。

③　選任・解任
　３の⑴の②のイの理事の取扱いと同様であ
ること。
　また，監事は，一般法人法第71条の規定に
より，会計監査人が次のアからウまでのいず
れかに該当するときは，監事全員の同意によ
り，当該会計監査人を解任することができる
ものであること。
ア�　職務上の義務に違反し，又は職務を怠っ

たとき
イ�　会計監査人としてふさわしくない非行が

あったとき
ウ�　心身の故障のため，職務の執行に支障が

あり，又はこれに堪えないとき
④　資格要件

　公認会計士又は監査法人であること。
⑤　兼職禁止

　同一の連携推進法人の役員，職員又は社会
福祉連携推進評議会の構成員を兼ねることが
できないものであること。

⑥　任期
　選任後１年以内に終了する会計年度のうち
最終のものに関する定時社員総会の終結の時
までであること。
　なお，当該定時社員総会において別段の決
議がされなかったときは，当該定時社員総会
において再任されたものとみなされるもので
あること。
　ただし，会計監査人を置く旨の定款の定め
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１　連携推進法人の名称（法第130条関係）
⑴�連携推進法人は，その名称中に「社会福祉連携

推進法人」の文字を用いなければならないこと。
⑵�連携推進法人は，「社会福祉連携推進法人」の

名称が悪用されることを防ぐため，次の①から
③までに掲げる事項を遵守すること。
①�　名称変更時の登記の申請書には，社会福祉

連携推進認定を受けたことを証する書面を添
付しなければならないこと

②�　連携推進法人でない者は，その名称又は商
号中に「社会福祉連携推進法人」であると誤
認されるおそれのある文字を用いてはならな
いこと

③�　連携推進法人は，不正の目的をもって，他
の連携推進法人であると誤認されるおそれの
ある名称又は商号を使用してはならないこと

２�　業務運営の基本方針（法第132条第１項・第
２項関係）

⑴�連携推進法人は，社会福祉法人を始め，社会福
祉事業を経営する法人の社会福祉に係る業務の
連携を推進して，地域において良質かつ適切な
福祉サービスの提供又は社会福祉法人の経営基
盤の強化を図ることを目的としており，その業
務を通じ，社員の経営等が強化され，その効果
が地域に波及していくことにより，もって公益
性の確保にも資するものであること。

　�　したがって，連携推進法人の業務運営に当た
っては，社会福祉連携推進業務の推進及び運営
の透明性を図り，連携推進法人としての役割を
積極的に果たすよう努めなければならないもの
であること。

⑵�連携推進法人は，次の①から⑥までに掲げる関
係者に対し，特別の利益を与えてはならないも
のであること。（施行令第35条及び施行規則第
40条の５）
①�　連携推進法人の社員又は基金（一般法人法

律第131条に規定する基金をいう。）の拠出者
②�　連携推進法人の理事，監事，職員又は社会

福祉連携推進評議会の構成員
③�　①及び②に掲げる者の配偶者又は三親等内

の親族
④�　①から③までに掲げる者と婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る者

第４　連携推進法人の業務運営るとされた事項
　このほか，新規事業の立ち上げ，既存事業
の廃止等連携推進法人の事業運営に関して重
要な決定を行う場合には，代表理事の招集に
応じて意見を述べることができるものである
こと。

⑥�　社会福祉連携推進評議会による業務評価
（法第127条第五号ヘ⑶及び第136条関係）
　社会福祉連携推進評議会は，次のアからウ
までに掲げる事項につき，審議を行い，業務
評価を行わなければならないものであるこ
と。また，その結果については，必要に応じ
社員総会及び理事会において意見を具申でき
るものであること。
ア�　社会福祉連携推進方針に照らした個々の

業務の実施状況・費用対効果
イ�　連携推進法人の事業報告の内容
ウ�　連携推進法人の運営の全体評価

　なお，当該評価結果は，別記様式１〔→
本参考資料36頁〕を作成し，法第136条の
規定に基づき，これを公表しなければなら
ないものであること。（第４の11参照）

⑦�　社会福祉連携推進評議会の招集手続
　理事会の決議に基づき代表理事が行うこと。

⑧�　議事録の作成
　社員総会及び理事会の取扱いに準じて議事
録を作成すること。

７�　役員に欠員を生じた場合の措置（一般法人法
第75条第１項及び法第143条により準用される
第45条の６第２項及び第３項関係）

⑴�役員に欠員を生じた場合については，任期の満
了又は辞任により退任した役員は，新たに選任
された役員が就任するまでの間，なお役員とし
ての権利義務を有するものであること。

⑵�役員又は代表理事に欠員が生じた場合におい
て，事務が遅滞することにより損害を生ずるお
それがあるときは，認定所轄庁は，利害関係人
の請求により又は職権で，一時役員又は代表理
事の職務を行うべき者を選任することができる
こと。

⑶�会計監査人に欠員が生じた場合において，遅滞
なく会計監査人が選任されないときは，監事
は，一時会計監査人の職務を行うべき者を選任
しなければならないものであること。
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ないが，社員以外からの寄附等により，社員に
対し過度に負担を転嫁せず，連携推進法人が実
施する業務に必要な範囲において，不動産を保
有することを妨げるものではないこと。

⑸�連携推進法人が保有する財産の管理は，安全・
確実な方法で行うこと。なお，株式投資又は株
式を含む信託投資等による管理運用も差し支え
ないが，株式の取得は，公開市場を通してのも
の等に限られるものであること。

５　社員の義務（法第133条関係）
　連携推進法人の社員のうち，社会福祉事業を経
営する法人は，その提供する福祉サービスに係る
業務を行うに当たり，その所属する連携推進法人
の社員である旨を明示しておかなければならない
ものであること。
　また，社員は，一般法人法第27条の規定に基づ
き，定款で定めるところにより，連携推進法人に
対し，経費を支払う義務を負うものであること。

６　社会福祉連携推進評議会の運営
⑴�社会福祉連携推進評議会は，第３の６の⑵の⑤

及び⑥に規定する内容に係る議論を行うため，
少なくとも毎年度１回以上は開催しなければな
らないこと。

⑵�社会福祉連携推進評議会は，毎会計年度におけ
る決算に係る理事会の開催後から定時社員総会
までの間に行うことを基本とすること。

⑶�連携推進法人は，第３の６の⑵の⑥に規定する
社会福祉連携推進評議会による意見を尊重する
ものとすること。（法第136条第２項）また，第
３の６の⑵の⑤に規定する意見が具申された際
も同様とすること。

⑷�第３の６の⑵の⑤に規定する意見の内容及び同
⑵の⑤及び⑥に係る社会福祉連携推進評議会の
議事の内容については，社員総会に報告しなけ
ればならないものであること。

７�　社会福祉連携推進目的事業財産等（法第137
条及び施行規則第40条の10関係）

⑴�連携推進法人は，次の①から⑦までに掲げる財
産につき，正当な理由がある場合を除き，社会
福祉連携推進業務を行うために使用し，又は処
分しなければならないものであること。
①�　社会福祉連携推進認定を受けた日以後に寄

附を受けた財産（寄附をした者が社会福祉連
携推進業務以外のために使用すべき旨を定め

⑤�　③及び④に掲げる者のほか，①又は②に掲
げる者から受ける金銭その他の財産によって
生計を維持する者

⑥�　①に掲げる者が法人である場合にあって
は，その法人が事業活動を支配する法人又は
その法人の事業活動を支配する者として，次
に掲げるもの
ア�　当該法人が他の法人の財務及び営業，又

は事業の方針の決定を支配している場合
（一の者又はその一若しくは２以上の子法
人が社員総会その他の意思決定機関におけ
る議決権の過半数を有する場合をいう。イ
において同じ。）における当該他の法人

イ�　一の者が当該法人の財務及び営業，又は
事業の方針の決定を支配している場合にお
ける当該一の者

３　業務運営に係る費用
⑴�連携推進法人の業務運営に係る費用は，社員か

らの会費等により賄われるものであること。
⑵�社員からの会費等の徴収に当たっては，その使

途及び金額について，理事会で決議した上で社
員総会において承認を得ることが必要であるこ
と。

⑶�会費については，連携推進法人の本部運営のた
めの事務所使用料や決算費用等の管理経費のほ
か，業務ごとに必要となる運営費用に充てるこ
とも可能であるが，業務ごとに参画する社員が
異なる場合は，費用負担の公平性を考慮し，当
該業務に参画する社員から，別途業務委託費を
徴収することや，各業務において得られた収益
等により確保すること。

４　業務運営の実施体制
⑴�連携推進法人は，社会福祉連携推進業務及びそ

の他業務を実施するために，必要な人員体制及
び設備・備品を確保すること。

⑵�連携推進法人の職員と，社員の職員とを兼務す
ることは，関係法令に違反しない範囲で可能で
あるが，この場合の人件費支出は，勤務時間数
等により，適切に按分すること。

⑶�社員の施設等における事務室等の設備を共用す
ることについても，関係法令に違反しない範囲
で可能であること。

⑷�連携推進法人の運営費用は，会費等により賄わ
れるものであることから，土地・建物等の高額
な不動産を保有することは基本的には想定され
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り取得した財産であって，同日以後に財産
目録，貸借対照表又はその附属明細書にお
いて，社会福祉連携推進業務の用に供する
ものである旨を表示した財産

ク�　当該連携推進法人の定款又は社員総会に
おいて，社会福祉連携推進業務のために使
用し，又は処分する旨を定めた額に相当す
る財産

⑵�⑴の「正当な理由がある場合」とは，次の①か
ら③までに掲げる場合をいうものであり，この
場合，法第137条は適用されないものであるこ
と。（施行規則第40条の10第１項）
①�　善良な管理者の注意を払ったにもかかわら

ず，財産が滅失又は毀損した場合
②�　財産が陳腐化，不適応化その他の理由によ

りその価値を減じ，当該財産を破棄すること
が相当な場合

③�　連携推進法人が公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律（平成18年法律第
49号。以下「公益認定法」という。）第４条
の規定による認定を受けた法人である場合

８�　会計処理（法第138条により準用される第45
条の23関係）

⑴�連携推進法人の会計処理は，社会福祉連携推進
法人会計基準（令和３年厚生労働省令第177号）
の規定に従って行わなければならないこと。

⑵�連携推進法人の会計年度は，４月１日に始ま
り，翌年３月31日に終わるものであること。

９�　役員報酬等基準の策定（法第138条により準
用される第45条の35関係）

⑴�連携推進法人は，役員に対する報酬等（報酬，
賞与その他の職務執行の対価として連携推進法
人から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。）
について，民間事業者の役員の報酬等及び従業
員の給与，当該連携推進法人の経理の状況等を
考慮して，不当に高額なものとならないような
支給の基準（以下「役員報酬等基準」という。）
を定めなければならないものであること。

⑵�役員報酬等基準の策定又は変更は，社員総会の
承認を受けなければならないものであること。

⑶�役員に対する報酬等の支給は，役員報酬等基準
に従って行わなければならないものであること。

10�　計算書類等の作成，備置き及び閲覧（一般
法 人 法 第10条 及 び 第14条， 第31条 及 び 第32

たものを除く。）
②�　社会福祉連携推進認定を受けた日以後に交

付を受けた補助金その他の財産（財産を交付
した者が社会福祉連携推進業務以外のために
使用すべき旨を定めたものを除く。）

③�　社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行
った社会福祉連携推進業務に係る活動の対価
として得た財産

④�　社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行
ったその他業務から生じた収益に100分の50
を乗じて得た額に相当する財産

⑤�　前各号に掲げる財産を支出することにより
取得した財産

⑥�　社会福祉連携推進認定を受けた日の前に取
得した財産であって，同日以後に財産目録，
貸借対照表等において，社会福祉連携推進業
務の用に供するものである旨を表示した財産

⑦�　前各号に掲げるもののほか，当該連携推進
法人が社会福祉連携推進業務を行うことによ
り取得し，又は社会福祉連携推進業務を行う
ために保有していると認められるものとして
次のアからクまでに掲げる財産
ア�　社会福祉連携推進認定を受けた日以後に

社員から徴収した経費のうち，会費など，
その徴収に当たり使途が定められていない
ものの額に100分の50を乗じて得た額に相
当する財産

イ�　社会福祉連携推進認定を受けた日以後に
社員から徴収した経費のうち，その徴収に
当たり社会福祉連携推進業務に使用すべき
旨が定められているものの額に相当する財
産

ウ�　社会福祉連携推進認定を受けた日以後に
社会福祉連携推進目的保有財産（施行規則
第40条の10第４項第二号に規定する「社会
福祉連携推進目的保有財産」をいう。以下
同じ。）から生じた収益に相当する財産

エ�　社会福祉連携推進目的保有財産を処分す
ることにより得た額に相当する財産

オ�　社会福祉連携推進目的保有財産以外の財
産とした社会福祉連携推進目的保有財産の
額に相当する財産

カ�　前各号に掲げる財産を支出することによ
り取得した財産

キ�　社会福祉連携推進認定を受けた日以後に
アからオまで及びこの⑴の①から④までに
掲げる財産以外の財産を支出することによ
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40条の16関係）
⑴�連携推進法人は，次の①から④までに掲げる書

類につき，それぞれ掲げる場合の区分に応じ，
遅滞なく当該書類を公表しなければならないも
のであること。
①　定款

　法第139条第１項の規定により定款変更の
認可を受けたとき又は同条第３項の規定によ
り定款変更の届出をしたとき

②　役員報酬等基準
　法第138条第１項において準用する第45条
の35第２項の規定により社員総会の承認を受
けたとき又は法144条により準用される第59
条の規定により認定所轄庁に届け出たとき

③�　計算書類，役員等名簿，法人現況報告書，
社会福祉連携推進評議会による評価結果
　法144条により準用される第59条の規定に
より認定所轄庁に届け出たとき

④　社会福祉連携推進方針
　法第125条の規定により社会福祉連携推進
認定を受けたとき又は法第140条の規定によ
り社会福祉連携推進方針の変更に係る認定所
轄庁の認定を受けたとき

⑵�⑴の書類の公表は，別に定めるところにより，
インターネットの利用により行うものとするこ
と。

12　退社
⑴�一般法人法第28条の規定により，定款において

別段の定めがある場合を除き，社員はいつでも
退社できるものであること。

⑵�⑴にかかわらず，現に連携推進法人から貸付け
を受けている社員については，社員総会におい
て社員全員の同意を得なければ，退社できない
旨，定款において別段の定めを置くことが望ま
しいこと。

⑶�一般法人法第29条の規定により，次の①から④
までに掲げる事由によって，社員は強制的に退
社することとなるものであること。
①　定款で定めた事由の発生
②　総社員の同意
③　社員である法人の解散
④　一般法人法第30条の規定による除名

13　解散及び清算（法第141条関係）
⑴�連携推進法人は，一般法人法第148条の規定に

より，次の①から⑥までに掲げる事由によって

条，第99条，第107条，第123条，第129条並び
に法第127条，法第138条により準用される第
45条の32第４項及び第45条の34，法第139条第
４項の規定により準用される法第34条の２第
３項関係）

⑴�連携推進法人は，次の①から③までに掲げる書
類（⑶において「備置書類」という。）を作成
し，それぞれに掲げる期間，その主たる事務所
及び従たる事務所に備え置かなければならない
ものであること。
①　定款

　期間の定めなく常時
②�　各事業年度に係る計算書類（貸借対照表及

び損益計算書をいう。以下同じ。）及び事業
報告並びにこれらの附属明細書（以下「計算
書類等」という。），監査報告，会計監査報告

　�　定時社員総会の２週間前の日（一般法人法
第58条第１項の規定により，社員総会の決議
の省略を行う場合にあってはその提案があっ
た日）から５年間（従たる事務所にあっては
その写しを３年間）

③�　財産目録，役員等名簿，役員報酬等基準，
別に定める法人現況報告書（法第138条によ
り準用される第45条の34第１項第四号に規定
する事業の概要その他の事項を記載した書類
をいう。以下同じ。），社会福祉連携推進方
針，社会福祉連携推進評議会による評価結果

　�　５年間（従たる事務所にあってはその写し
を３年間）

⑵�⑴のほか，一般法人法第32条の規定により，社
員名簿につき，主たる事務所に常時備え置くと
ともに，社員は，理由を明らかにして閲覧又は
謄写の請求ができるものであること。

⑶�備置書類については，何人も閲覧等の請求を行
うことができるものであること。

　�　なお，社員及び債権者に対しては，当該閲覧
等の請求に応ずる義務があるものであり，その
他の者からの請求については正当な理由なく拒
んではならないものであること。

　�　また，備置書類が書面によって作成されてい
るときは書面で，電磁的記録をもって作成され
ているときは，当該電磁的記録の閲覧の請求が
できること。（施行規則第２条の３及び第２条
の５）

11�　情報公表（法第136条第１項及び法144条に
より準用される第59条の２並びに施行規則第
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あること。
　その際，個人情報を扱う場合には，個人情報の
保護に関する法律（平成15年法律第57号）等の関
連法令に則り，あらかじめ個人情報保護規程を定
めるなどにより，適切に管理する必要があるこ
と。なお，社員の施設等の利用者に係る個人情報
については，原則として，それぞれの社員におい
て管理されるべきであること。

１�　認定所轄庁（法第131条により準用される第
30条関係）

⑴�認定所轄庁は，連携推進法人の主たる事務所の
所在地及びその行う事業の区域に応じ，次の①
から④までにそれぞれ掲げるとおりであること。
①�　主たる事務所が市（特別区を含む。以下同

じ。）の区域内にある連携推進法人であっ
て，その行う事業が当該市の区域を越えない
もの
　市長（特別区の区長を含む。）

②�　主たる事務所が指定都市の区域内にある連
携推進法人であってその行う事業が１の都道
府県の区域内において２以上の市町村の区域
にわたるもの
　指定都市の長

③�　連携推進法人の行う事業が２以上の地方厚
生局の管轄区域にわたるものであって，次の
いずれかに該当するもの（施行規則第40条の
４）
ア�　社員に係る法人の主たる事務所が全ての

地方厚生局の管轄区域にわたり，かつ法第
125条に掲げる社会福祉連携推進業務の全
てを行うもの

イ�　アに類するもの
　厚生労働大臣

④　①から③まで以外のもの
　都道府県知事

⑵�⑴の③のイについては，社員に係る法人の主た
る事務所が全ての都道府県に所在し，かつ法第
125条に掲げる社会福祉連携推進業務のうち２
以上の業務を行うものであること。

⑶�⑴に規定する「その行う事業の区域」とは，現
に連携推進法人に参画する社員に係る法人の主
たる事務所の所在地を基準に判断するものとす
ること。

第�５　連携推進法人の認定申請等の
手続

解散するものであること。
①　定款で定めた存続期間の満了
②　定款で定めた解散の事由の発生
③　社員総会の決議
④　社員が欠けたこと
⑤　破産手続開始の決定
⑥�　一般法人法第261条第１項又は第268条の規

定に基づく裁判所による解散命令
⑵�連携推進法人が解散した場合，一般法人法第

206条の規定により，清算をしなければならな
いものであること。
　その際，清算人は，遅滞なくその旨を認定所
轄庁に届け出なければならないものであるこ
と。（法第141条の規定により準用される第46条
第３項）

⑶�清算をする連携推進法人は，一般法人法第207
条の規定により，清算の目的の範囲内におい
て，清算を結了するまではなお存続するものと
みなされるものであること。

⑷�その他法第141条の規定により，連携推進法人
の解散及び清算については，法第46条の２（破
産手続の開始），第46条の６第４項及び第５項

（清算人の就任），第47条の４（裁判所による監
督），第47条の５（清算結了の届出），第47条の
６（検査役の選任）の社会福祉法人に係る規定
がそれぞれ準用されるものであること。

14�　残余財産の帰属先（法第127条第五号ル及び
施行規則第40条第９項関係）

⑴�社会福祉連携推進認定の取消しを受けた場合又
は連携推進法人が解散する場合の残余財産の帰
属先については，一般法人法第239条第１項の
規定により，定款の定めるところによるもので
あるが，連携推進法人の業務の性質に鑑み，
国，地方公共団体，他の連携推進法人又は社会
福祉法人（社員を除く。）の全部又はいずれか
とし，これを定款に定めなければならないもの
であること。

⑵�社員に対し，剰余金又は残余財産の分配を受け
る権利を与える旨の定款の定めは，一般法人法
第11条第２項の規定により，その効力を有しな
いものであること。

15　その他
　連携推進法人は，社会福祉連携推進業務の遂行
に必要な範囲で，社員総会等を通じて，社員との
間で定期的に情報共有することが望ましいもので
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②�　設立時役員の選任を行うこと
③�　設立時役員が，設立手続の調査を行うこと
④�　設立時代表理事が，主たる事務所の所在地

を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登
記の申請を行うこと

⑸�１の地域に，複数の連携推進法人が認定される
ことを妨げるものではないこと。

３�　社会福祉連携推進方針（法第126条第２項関
係）

⑴�社会福祉連携推進方針には，次の①から④まで
に掲げる事項その他必要事項を記載し，社員総
会の決議を経なければならないものであること。
①　社員の氏名又は名称
②　社会福祉連携推進区域の範囲
③　社会福祉連携推進業務の内容
④　貸付業務に係る事項

・　貸付対象社員の名称
・　貸付金額
・　貸付けの契約日
・�　貸付対象社員における重要事項に係る決

定の確認方法
⑵�「社会福祉連携推進区域の範囲」については，

１の⑴に規定する「その行う事業の区域」と一
致するものとして，原則として市町村単位で記
載すること。
　ただし，社員に係る法人の主たる事務所の所
在地が１の都道府県の全ての市町村にわたる場
合には，「○○県全域」といった記載で差し支
えないものであること。

⑶�「社会福祉連携推進業務の内容」については，
社会福祉連携推進業務の種類ごとに，当該連携
推進法人において行われる業務の内容を具体的
に記載すること。

⑷�「貸付業務に係る事項」については，これを行
おうとする場合のみ記載すること。
　よって，当初の認定申請の段階において貸付
業務を行う予定がない場合には，記載不要であ
ること。
　また，認定後において新たに貸付業務を行お
うとする場合には，８に規定する社会福祉連携
推進方針の変更が必要となるものであること。

４　認定基準
⑴�法人設立の目的について（法第127条第一号関

係）
　定款上，次の①及び②のいずれもが記載され

⑷�社員の増減により，認定所轄庁が変更となる見
込みがある場合には，連携推進法人は，速やか
にその旨，現在の認定所轄庁に相談すること。

２　申請（法第126条第１項関係）
⑴�社会福祉連携推進認定を受けようとする場合に

は，次の①から⑬までに掲げる申請書類を認定
所轄庁に提出しなければならないものであるこ
と。（施行規則第39条）
①�　申請書
②�　定款
③�　社会福祉連携推進方針
④�　登記事項証明書
⑤�　役員の氏名，生年月日及び住所を記載した

書類
⑥�　法第127条各号に規定する認定基準のいず

れにも適合することを証する書類
⑦�　法第128条各号に規定する欠格事由のいず

れにも該当しないことを証する書類
⑧�　社会福祉連携推進評議会の構成員の氏名，

生年月日及び住所を記載した書類
⑨�　社員の名称，代表者氏名及び主たる事務所

の所在地を記載した書類
⑩�　役員・社会福祉連携推進評議会の構成員の

履歴書及びその就任に係る承諾書類
⑪�　認定申請段階において当該社会福祉連携推

進法人に帰属すべき財産の財産目録
⑫�　認定申請を行う会計年度及びその次の会計

年度における事業計画書及びこれに伴う収支
予算書

⑬�　その他認定所轄庁が必要と認める書類
⑵�⑴の書類の提出に当たって，⑴の①にあっては

別記様式２〔→本参考資料38頁〕に，③にあ
っては別記様式３〔→本参考資料41頁〕に，
⑥にあっては別記様式４〔→本参考資料43頁〕
に，⑦にあっては別記様式５〔→本参考資料
47頁〕によること。

⑶�⑴の申請に当たっては，副本１通を添付するこ
と。

⑷�社会福祉連携推進認定を受けるためには，一般
社団法人としての法人格が必要となるが，一般
社団法人の設立に当たっては，一般法人法及び
同法に基づく関係法令の定めによるものである
こと。
　このため，社会福祉連携推進認定に当たって
は，次の①から④までに掲げる手続を経る必要
があること。
①�　定款を作成し，公証人の認証を受けること



− 18 −

第1章2章参考資料 令和8年度特例要件・連携推進法人 ①認定・運営基準

①
認
定
・
運
営
基
準

②
制
度
施
行
Ｆ
Ａ
Ｑ

③
設
立
相
談
窓
口
一
覧

介護
障害

⑧�　資産に関する事項
⑨�　会計に関する事項
⑩�　解散に関する事項
⑪�　社会福祉連携目的取得財産残額は国又は地

方公共団体等に贈与する旨
⑫�　清算時に残余財産を国等に帰属させる旨
⑬�　定款の変更に関する事項

５　欠格事由（法第128条及び施行令第34条関係）
　次の⑴から⑶までのいずれかに該当する場合に
は，社会福祉連携推進認定は受けられないこと。
⑴�役員のうち，次の①から④までのいずれかに該

当する者があるもの
①�　連携推進法人が法第145条第１項又は第２

項の規定により社会福祉連携推進認定を取り
消された場合において，その取消しの原因と
なった事実があった日以前１年内に当該連携
推進法人の業務を行う理事であった者でその
取消しの日から５年を経過しないもの

②�　法又は施行令第34条の規定で定める社会福
祉に関する法律の規定により罰金以上の刑に
処せられ，その執行を終わり，又は執行を受
けることがなくなった日から５年を経過しな
い者（③に該当する者を除く。）

③�　禁錮以上の刑に処せられ，その刑の執行を
終わり，又は刑の執行を受けることがなくな
った日から５年を経過しない者

④�　暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律（平成３年法律第77号）第２条第六号
に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなっ
た日から５年を経過しない者（以下「暴力団
員等」という。）

⑵�法第145条第１項又は第２項の規定により社会
福祉連携推進認定を取り消され，その取消しの
日から５年を経過しないもの

⑶�暴力団員等がその事業活動を支配するもの

６�　認定の通知及び公示（法第129条及び第145条
第３項関係）

　認定所轄庁は，社会福祉連携推進認定をしたと
きは，その旨を申請者に対して通知するととも
に，公示しなければならないものであること。
　なお，当該公示はインターネットの利用その他
の認定所轄庁において適当と認める方法により行
うこと。（施行規則第40条の３）

７�　定款の変更（法第139条第１項から第３項ま

ているとともに，社会福祉連携推進業務に係る
事業費率が過半を占めていること。
①�　社員の社会福祉に係る業務の連携を推進す

る旨
②�　それにより，地域における良質かつ適切な

福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営
基盤の強化に資する旨

⑵社員の構成について（法第127条第二号関係）
　第３の２の⑴を満たしていること。

⑶�社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに
足りる知識及び能力並びに財産的基礎について

（法第127条第三号関係）
　第３に規定する組織機関が全て備わり，かつ
第４の４に規定する業務運営の実施体制が確保
されているとともに，会費等により，少なくと
も認定申請を行う会計年度及びその次の会計年
度において事業支出に相当する収入が確保され
る見通しがあること。

⑷�社員の資格の得喪について（法第127条第四号
関係）
　定款等において，社員の資格の得喪に関し，
連携推進法人の目的に照らして，不当に差別的
な取扱いをする条件その他の不当な条件を付し
ていないこと。

⑸�定款の記載事項について（法第127条第五号関
係）
　定款の記載事項については，一般法人法第11
条第１項に掲げる事項（目的，名称，主たる事
務所の所在地，設立時社員の名称及び住所，社
員の資格の得喪に関する規定，公告方法，事業
年度）のほか，次の①から⑬までに掲げる事項
を記載し，又は記録していることが必要であ
り，別紙３の定款例〔→本参考資料25頁〕を
参照し，作成のこと。
①�　社員の議決権に関する事項
②�　役員に関する事項
③�　代表理事に関する事項
④�　理事会を置く旨及びその理事会に関する事

項
⑤�　その事業の規模が政令で定める基準を超え

る一般社団法人の記載事項
⑥�　社会福祉連携推進評議会に関する事項
⑦�　貸付けを受ける社会福祉法人である社員が

別紙１の６の⑷の①から⑥までに掲げる事項
を決定するに当たって，あらかじめ当該一般
社団法人の承認を受けなければならないこと
とする旨



− 19 −

第５　連携推進法人の認定申請等の手続

①
認
定
・
運
営
基
準

②
制
度
施
行
Ｆ
Ａ
Ｑ

③
設
立
相
談
窓
口
一
覧

介護
障害

９�　代表理事の選定及び解職（法第142条及び施
行規則第40条の14関係）

⑴�代表理事の選定及び解職は，認定所轄庁の認可
を受けなければ，その効力を生じないものであ
ること。

　�　なお，社会福祉連携推進認定は，代表理事の
選定を含め，当該認定を行うこととなるため，
当該認定時において本手続を別途行うことは不
要であり，認定後，新たに代表理事の選定及び
解職が生じた場合に，本手続を行う必要がある
こと。

⑵�代表理事の選定及び解職の認可申請は，別記様
式９〔→本参考資料57頁〕により，認定所轄
庁あて申請を行うこと。

　�　なお，代表理事が任期満了により退任する場
合については，当該申請は不要であること。

⑶�⑵の申請に当たっては，副本１通を添付するこ
と。

⑷�代表理事の解職の認可があった場合には，速や
かに後任の代表理事の選定を行い，当該選定に
係る認可申請を行う必要があること。その際，
長期間，代表理事の選定が行われない場合に
は，認定所轄庁において，第３の７の⑵によ
り，一時代表理事の選任が可能であること。

10�　毎会計年度における所轄庁への届出（法第
144条により準用される第59条及び施行規則第
40条の15関係）
　連携推進法人は，毎会計年度終了後３か月以
内に，次の①から⑦までに掲げる書類を認定所
轄庁に届け出なければならないものであること。
①�　計算書類等
②�　財産目録
③�　役員等名簿
④�　役員報酬等基準
⑤�　法人現況報告書
⑥�　第３の６の⑵の⑥に規定する社会福祉連携

推進評議会による業務評価（別記様式１〔→
本参考資料36頁〕）

⑦�　事業計画（定款に作成する旨を定めている
場合に限る。）

11�　社会福祉連携推進認定の取消し（法第145条
及び第146条関係）

⑴�認定所轄庁は，連携推進法人が次の①及び②の
いずれかに該当するときは，社会福祉連携推進
認定を取り消さなければならないこと。

で及び施行規則第40条の13関係）
⑴�連携推進法人が定款を変更する場合には，⑷に

掲げる場合を除き，社会福祉連携推進認定を受
けた認定所轄庁の認可を受けなければ，その効
力は生じないものであること。

⑵�定款変更の認可申請は，別記様式６〔→本参考
資料51頁〕により，認定所轄庁あて申請を行
うこと。

⑶�⑵の申請に当たっては，副本１通を添付するこ
と。

⑷�⑴にかかわらず，次の①から③までに掲げる事
項の変更を行う場合には，別記様式７〔→本参
考資料53頁〕により，認定所轄庁あて届出を
行うことで足りること。
①　事務所の所在地
②�　社会福祉連携推進認定による法人の名称の

変更
③　公告の方法

⑸�６による認定の通知があった場合には，定款中
の「一般社団法人」を「社会福祉連携推進法
人」へ名称の変更を行うことが必要となり，⑷
の定款の変更の届出及び法人名称の変更登記が
必要となるものであること。その際，あらかじ
め理事会及び社員総会において，社会福祉連携
推進認定があった場合には，定款中の「一般社
団法人」を「社会福祉連携推進法人」へ名称を
変更する定款変更を行うことにつき，決議を得
ておくことは可能であること。

　�　なお，当該定款の変更により，第４の11の⑴
の①に規定する定款の情報公表義務が課される
ことになるので，留意のこと。

８�　社会福祉連携推進方針の変更（法第140条関
係）

⑴�社会福祉連携推進方針に変更が生じる場合，連
携推進法人は，社員総会での決議を経た上で，
認定所轄庁の認定を受けなければならないもの
であること。

　�　なお，貸付業務を行う場合にあっては，連携
推進法人及び貸付対象社員との間の契約単位
で，これを社会福祉連携推進方針に盛り込む必
要があること。（別紙１の４参照）

⑵�社会福祉連携推進方針変更の認定申請は，別記
様式８〔→本参考資料55頁〕により，認定所
轄庁あて申請を行うこと。

⑶�⑵の申請に当たっては，副本１通を添付するこ
と。
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　その他法第144条の規定により，法第56条
（第８項を除く。）（監督），第57条の２（関係都
道府県知事等の協力），第59条の３（厚生労働
大臣及び都道府県知事の支援）の規定がそれぞ
れ準用されるものであること。

別紙１

１　貸付業務を行う場合の手続の流れ
　貸付業務を行う場合は，次の手順で行うこと。

①�　連携推進法人，貸付原資提供社員及び貸付
対象社員（以下「貸付当事者」という。）に
おいて貸付けの内容等について合意すること

②�　貸付当事者のそれぞれの内部機関におい
て，①の合意内容について意思決定を行うこ
と

③�　社会福祉連携推進方針に①の合意内容を反
映すること

④�　当該社会福祉連携推進方針の策定又は変更
について，認定所轄庁に対して申請すること

⑤�　貸付原資提供社員から連携推進法人に対し
て，貸付原資に係る貸付金を提供すること

⑥�　⑤による借入金を原資に，連携推進法人か
ら貸付対象社員に対して，貸付金を提供する
こと

⑦�　貸付対象社員において借入金を使用した
後，連携推進法人に対し，当該借入金の使用
状況について報告すること

⑧�　貸付対象社員から連携推進法人に対して借
入金を返済するとともに，当該返済をもっ
て，連携推進法人から貸付原資提供社員に対
して，貸付原資に係る貸付金を清算すること

⑨�　社会福祉連携推進方針における貸付けに係
る記載を削除するため，当該方針の変更につ
いて，認定所轄庁に対して申請すること

２　貸付当事者間での合意について
⑴�貸付業務の実施に当たっては，貸付当事者にお

いて，別紙１様式に掲げる事項について合意す
ること。なお，当該合意は，１回の貸付けごと
に行わなければならないものであること。

⑵�貸付原資提供社員から連携推進法人への貸付原
資の提供に当たっては，貸付原資提供社員にお
いて，次の①から⑦までに掲げる条件を遵守す

貸付業務の実施方法

①�　５の⑴から⑶までに掲げる欠格事由のいず
れかに該当するに至ったとき

②�　偽りその他不正の手段により社会福祉連携
推進認定を受けたとき

⑵�認定所轄庁は，連携推進法人が次の①から③ま
でのいずれかに該当するときは，社会福祉連携
推進認定を取り消すことができるものであるこ
と。
①�　４の⑴から⑷までに掲げる認定基準のいず

れかに適合しなくなったとき
②�　社会福祉連携推進認定の取消しの申請があ

ったとき
③�　法，施行令又は施行規則に基づく命令や処

分に違反したとき
⑶�第４の13の①から④まで及び⑥の事由により解

散する場合にあっては，⑵の②の社会福祉連携
推進認定の取消しの申請を行わなければならな
いものであること。

⑷�認定所轄庁は，社会福祉連携推進認定を取り消
したときは，６の規定に従って，その旨を公示
しなければならないものであること。（施行規
則第40条の３）
　併せて，認定所轄庁は，公益認定法第29条第
６項及び第７項の規定の準用により，遅滞な
く，当該連携推進法人の主たる事務所及び従た
る事務所の所在地を管轄する登記所に当該連携
推進法人の名称の変更の登記を嘱託するととも
に，当該名称変更の登記に係る嘱託書には，当
該登記の原因となる事由に係る処分を行ったこ
とを証する書面を添付しなければならないもの
であること。

⑸�社会福祉連携推進認定が取り消された連携推進
法人は，その名称中の「社会福祉連携推進法
人」という文字を一般社団法人と変更する定款
の変更をしたものとみなされるものであること。

⑹�認定所轄庁が社会福祉連携推進認定の取消しを
した場合，定款の定めに従い，社会福祉連携推
進認定の取消しの日から１月以内に，社会福祉
連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産
の贈与に係る書面による契約が成立しないとき
は，認定所轄庁が定款で定める贈与を当該社会
福祉連携推進認定の取り消しを受けた法人から
受ける旨の書面による契約が成立したものとみ
なされるものであること。

12�　その他社会福祉法人に係る規定の準用（法
第144条関係）
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可能であること。
イ�　同一年度における提供上限額の範囲内

で，複数回，貸付原資を提供することを妨
げるものではないこと。

②貸付対象社員に係る留意事項
ア�　複数の連携推進法人から同時に貸付けを

受けることはできないこと。
イ�　同一の貸付対象社員が，同一の連携推進

法人から複数回貸付けを受けることを妨げ
るものではないが，この場合，既貸付金が
完済されている必要があること。

３�　貸付当事者それぞれの内部機関における意思
決定について

⑴�理事会，評議員会（連携推進法人の場合にあっ
ては社員総会）において，貸付けの当事者間で
合意すべき内容について承認を受けること。
　その際，貸付対象社員の状況次第では，返済
されない可能性があることを十分考慮した上
で，丁寧に説明を行い，議論すること。

⑵�貸付原資提供社員においては，連携推進法人へ
の貸付けについて，あらかじめ法人所轄庁に相
談しておくことが望ましいこと。

⑶�貸付対象社員において，基本財産を抵当権等の
担保に供する場合には，貸付対象社員の法人所
轄庁の認可を得る必要があることに留意のこと。

４�　社会福祉連携推進方針の策定又は変更につい
て

⑴�連携推進法人は，３において社員総会で承認さ
れた合意内容のうち，別記様式３〔→本参考資
料41頁〕のとおり，当該合意に基づき行われ
る貸付けごとに，次に掲げる事項を社会福祉連
携推進方針に盛り込まなければならないこと。
　なお，社会福祉連携推進認定後に新たに貸付
業務を行う場合には，社会福祉連携推進方針の
変更に係る認定所轄庁の認定を受ける必要があ
ること。
①�　貸付対象社員の名称
②�　貸付けの金額及び契約日
③�　予算・決算等の貸付対象社員の重要事項の

承認方法
⑵�連携推進法人は，連携推進法人の認定の申請
（貸付業務を行う場合に限る。）又は⑴の認定の
申請を行うに当たっては，次の①から⑦までに
掲げる書類を添付しなければならないものであ
ること。

ること。
①�　拠点区分として本部拠点を設け，当該本部

拠点の貸借対照表に連携推進法人への貸付金
を計上すること

②�　貸付けを行う年度の前年度の法人全体の事
業活動計算書における当期活動増減差額が黒
字であること

③�　直近３カ年度（貸付けを行う年度に属する
４月１日を基準として，前々年度から過去３
カ年度分とする。）の本部拠点の事業活動計
算書における当期活動増減差額の平均額を上
限とすること

④�　貸付金原資を調達する目的で，金融機関等
からの借入，資産の売却を行わないこと

⑤�　貸付金利は，無利子又は高利でない適正な
利率であること

⑥�　貸付期間は，⑶の①に合わせて設定するこ
と

⑦�　当該連携推進法人から貸付けを受けていな
いこと

⑶�連携推進法人から貸付対象社員への貸付けに当
たっては，連携推進法人において，次の①から
⑦までに掲げる条件を遵守すること
①�　貸付期間は，３年以内とすること
②�　貸付金額が貸付対象社員の返済可能な額で

あること
③�　貸付金の使途は，貸付対象社員が行う社会

福祉事業の継続に最低限必要と認められる経
費であって，次の条件を満たすものであるこ
と
ア�　貸付対象社員が行う社会福祉事業の安定

的な運営に必要な施設・設備の改修や職員
の人件費等に係る経費であること

イ�　貸付対象社員の役員等報酬に充てるもの
でないこと

④�　貸付金利は，無利子又は高利でない適正な
利率であること

⑤�　担保や保証人の設定等が必要に応じて適切
に行われていること

⑥�　事務手数料を徴収する場合に，当該事務手
数料が不当に高額でないこと

⑦�　適切な遅延損害金の設定を行うこと
⑷�このほか，貸付原資提供社員及び貸付対象社員

は，それぞれ次の①又は②に留意すること。
①�　貸付原資提供社員に係る留意事項

ア�　貸付原資の提供は，全ての社員が行う必
要はなく，一部の社員が提供しないことも
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むを得ない場合を除き，同一日に行うこと。
⑷�貸付対象社員は，貸付けを受けた年度から，当

該貸付金の返済が完了するまでの間，次の①か
ら⑥までに掲げる事項につき，連携推進法人の
承認を受けること。（施行規則第40条第８項）
①�　予算（補正予算を含む。）の決定又は変更
②�　決算の決定
③�　借入金（当該会計年度内の収入をもって償

還する一時の借入金を除く。）の借入れ
④�　重要な資産の処分
⑤�　合併
⑥�　目的たる事業の成功の不能による解散
　なお，当該承認は，連携推進法人の理事会に
おける決議をもって行うこと。
　また，当該承認が受けられなかった場合に
は，貸付対象社員においてその内容について必
要な見直しを行い，法人内部での所要の手続を
経た上，改めて連携推進法人の承認を受ける必
要があること。

⑸�連携推進法人が⑷の承認を行うに当たっては，
別添第３の６の⑵の⑤に規定のとおり，社会福
祉連携推進評議会に対し，意見を求めることが
できるものであること。

７�　貸付対象社員における借入金の使用及びその
使用状況の報告について

　貸付対象社員においては，借入金使用後，連携
推進法人に対して，速やかに当該貸付金の使用状
況について報告を行うこと。

８�　貸付対象社員から連携推進法人への借入金の
返済及び連携推進法人から貸付原資提供社員へ
の借入金の返済について

⑴�貸付対象社員から連携推進法人への返済金につ
いては，契約上，連携推進法人が収受すべき金
額を除き，他の資金と区分経理し，貸付原資提
供社員への返済以外への使用は一切認められな
いものであること。

⑵�貸付対象社員から貸付金の返済があった場合，
連携推進法人は，貸付原資提供社員に対し，当
該返済金を速やかに返還すること。

９　社会福祉連携推進方針の変更について
　貸付金の返済後，連携推進法人は，認定所轄庁
に対し，社会福祉連携推進方針のうち，当該貸付
けに関する記述を削除するための変更認定手続を
行う必要があること。

①�　別紙１様式〔→本参考資料58頁〕の貸付
事前合意書

②�　貸付対象社員における貸付金の使途に関す
る事業計画

③�　貸付原資提供社員と連携推進法人との間の
金銭消費貸借契約書案

④�　連携推進法人と貸付対象社員との間の金銭
消費貸借契約書案

⑤�　連携推進法人において，当該貸付けを行う
ことにつき意思決定を行った際の理事会，社
員総会議事録

⑥�　貸付原資提供社員において，当該貸付けを
行うことにつき意思決定を行った際の理事
会，評議員会議事録

⑦�　貸付対象社員において，当該貸付けを受け
ることにつき意思決定を行った際の理事会，
評議員会議事録

⑶�⑵の申請前に，貸付原資提供社員及び貸付対象
社員は，３の手続を完了させておく必要がある
こと

５　認定所轄庁に対する申請について
　認定所轄庁は，高利でない適正な利率が設定さ
れていることや，担保や保証人の設定が必要に応
じて適切に行われていることなど，社会福祉法人
の法人外流出の禁止等の観点から貸付内容を確認
するとともに，必要に応じて貸付原資提供社員及
び貸付対象社員の法人所轄庁等に対して情報提
供，意見照会を行い，特段の問題がなければ，認
定して差し支えないこと。

６�　貸付原資提供社員から連携推進法人に対する
貸付原資の提供及び連携推進法人から貸付対象
社員への貸付けの実行について

⑴�貸付原資提供社員から連携推進法人への貸付金
については，連携推進法人及び貸付対象社員と
の間の契約単位で，他の資金と区分経理するも
のとし，貸付対象社員への貸付け以外への使用
は一切認められないものであること。

⑵�貸付原資提供社員と連携推進法人との間の金銭
消費貸借契約，連携推進法人と貸付対象社員と
の間の金銭消費貸借契約には，債権譲渡禁止特
約を盛り込むこと。

⑶�貸付原資提供社員と連携推進法人との間の金銭
消費貸借契約，連携推進法人と貸付対象社員と
の間の金銭消費貸借契約の履行（貸付金の振
込）は，金融機関における振込手続等によるや
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１　委託募集の特例の概要
　連携推進法人の社員が，当該連携推進法人の人
材確保等業務として，社会福祉事業に従事する労
働者の募集を行わせる場合（以下「委託募集」と
いう。）には，本来，職業安定法第36条第１項及
び第３項の規定に基づき，当該社員について厚生
労働大臣の許可又は届出が必要となるところ，法
第134条第２項の規定に基づき，連携推進法人が
必要な事項を厚生労働大臣に届け出ることによ
り，実施可能であること。

２�　委託募集の特例の基準（施行規則第40条の
６）

⑴�委託募集を行う場合には，連携推進法人及びそ
の社員は，次の①から③までに掲げる基準にす
べて適合していること。
　なお，当該基準への適合につき，都道府県労
働局等より照会があった場合には，認定所轄庁
において必要な協力を行うこと。
①�　職業安定法その他次に掲げる労働関係法令

に係る重大な違反がないこと
ア�　労働基準法第117条，第118条第１項（同

法第６条及び第56条に係る部分に限る。）
の規定並びにこれらの規定に係る同法第
121条の規定（これらの規定が，労働者派
遣法第44条（第４項を除く。）により適用
される場合を含む。）

イ�　労働者派遣法第58条から第62条までの規
定

ウ�　港湾労働法（昭和63年法律第40号）第48
条，第49条（第一号を除く。）及び第51条

（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の
規定並びにこれらの規定に係る同法第52条
の規定

エ�　建設労働者の雇用の改善等に関する法律
（昭和51年法律第33号）第49条，第50条及
び第51条（第二号及び第三号を除く。）の
規定並びにこれらの規定に係る同法第52条
の規定

オ�　中小企業における労働力の確保及び良好
な雇用の機会の創出のための雇用管理の改
善の促進に関する法律（平成３年法律第57
号）第19条，第20条及び第21条（第三号を
除く。）の規定並びにこれらの規定に係る
同法第22条の規定

カ�　育児休業，介護休業等育児又は家族介護
を行う労働者の福祉に関する法律（平成３

10　その他留意事項
⑴�貸付原資提供社員である社会福祉法人から連携

推進法人への貸付けについては，２の⑵の①か
ら⑦までに掲げる条件を満たして行われる限り
において，「社会福祉法人が経営する社会福祉
施設における運営費の運用及び指導について」

（平成16年３月12日付け雇児発第0312001号，社
援発第0312001号，老発第0312001号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長，社会・援護局長，老
健局長連名通知），「子ども・子育て支援法附則
第６条の規定による私立保育所に対する委託費
の経理等について」（平成27年９月３日付け府
子本第254号，雇児発0903第６号内閣府子ど
も・子育て本部統括官，厚生労働省雇用均等・
児童家庭局長連名通知），「特別養護老人ホーム
における繰越金等の取扱い等について」（平成
12年３月10日付け老発第188号厚生省老人保健
福祉局長通知），「障害者総合支援法の施行に伴
う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平
成18年10月18日付け障発第1018003号厚生労働
省社会・援護局障害保健福祉部長通知），「指定
障害児入所施設等における障害児入所給付費等
の取扱いについて」（平成24年８月20日付け障
発0820第８号厚生労働省社会・援護局障害保健
福祉部長通知）の規定にかかわらず，社会福祉
法人外への資金流出には該当せず，資金使途の
例外として，これらの運営費を当該貸付金に充
てることが可能であること。

⑵�貸付原資提供社員である社会福祉法人から連携
推進法人への貸付けに係る社会福祉法人の事業
区分については，社会福祉事業の一環として位
置付けられるものであること。

⑶�貸付原資提供社員である社会福祉法人の連携推
進法人に対する貸付金債権については，法第55
条の２第３項第４号に規定する社会福祉充実残
額の算定に当たって，「社会福祉法第55条の２
の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等につ
いて」（平成29年１月24日付け雇児発0124第１
号，社援発0124第１号，老発0124第１号厚生労
働省雇用均等・児童家庭局長，社会・援護局
長，老健局長連名通知）に定める控除対象財産
には該当しないものであること。

別紙２

委託募集の特例の実施方法
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と。（施行規則第40条の７）
①�　募集に係る事業所の名称及び所在地
②�　募集時期
③�　募集職種及び人員
④�　募集地域
⑤�　募集に係る労働者の業務の内容
⑥�　賃金，労働時間その他の募集に係る労働条

件
⑵�連携推進法人が，その社員の委託を受けて労働

者の募集を行う際には，連携推進法人は，その
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働
局長に対して，委託募集の届出を行うものであ
ること。
　ただし，連携推進法人の主たる事務所の所
在する都道府県の区域以外の地域（当該地域
における労働力の需給の状況等を勘案して厚
生労働大臣が指定する地域を除く。以下「自
県外地域」という。）を募集地域とする委託募
集であって，一の連携推進法人が自県外地域
において募集しようとする労働者の数が100人
以上である委託募集又は一の連携推進法人が
自県外地域において募集しようとする労働者
の数の合計が100人未満であっても自県外地域
のうち一の都道府県の区域において募集しよ
うとする労働者の数の合計が30人以上である
委託募集については，厚生労働大臣に対し
て，連携推進法人が委託募集の届出を行うも
のであること。（施行規則第40条の８）

⑶�委託募集の届出の有効期間は６か月以内とする
ものであること。

⑷�連携推進法人は，人材確保等業務の実施に関し
必要な労働者の募集を行わせようとする社員に
ついてのみ，委託募集の届出を行うものである
こと。

⑸�連携推進法人は，別紙２様式①〔→本参考資料
59頁〕の委託募集届出書を，都道府県労働局
長への届出にあっては正本１通，副本２通を作
成し，委託募集を開始する日の７日前までに，
厚生労働大臣への届出にあっては正本１通，副
本３通を作成し，委託募集を開始する日の14日
前までに，それぞれその主たる事務所の所在地
を管轄する公共職業安定所長に対して提出する
ものであること。

４�　委託募集の特例に係る実施状況の報告（施行
規則第40条の９）

　委託募集に従事する連携推進法人は，別紙２様

年法律第76号）第62条から第65条までの規
定

キ�　林業労働力の確保の促進に関する法律
（平成８年法律第45号）第32条，第33条，
第34条（第三号を除く。）並びにこれらの
規定に係る同法第35条の規定

ク�　外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律（平成28年法律
第89号）第108条，第109条，第110条（同
法第44条の規定に係る部分に限る。），第
111条（第一号を除く。）及び第112条（第
一号（同法第35条第１項の規定に係る部分
に限る。）及び第六号から第十一号までに
係る部分に限る。）の規定並びにこれらの
規定に係る同法第113条の規定

②�　連携推進法人について，精神の機能の障害
により労働者の募集を行うに当たって必要な
認知，判断及び意思疎通を行うことができな
い者が募集に従事しないこと

③�　連携推進法人について，職業安定法その他
労働関係法令，募集内容及び募集に係る業務
の内容に関して十分な知識を有している者で
あること

⑵�募集に係る労働条件は，次の①から④までに掲
げる基準にすべて適合していること。
①�　法令に違反するものでないこと
②�　賃金が，同地域における同業種の賃金水準

に比較して著しく低くないこと
③�　募集に係る労働者の業務の内容及び労働条

件が明示されていること
④�　適用事業所については社会・労働保険に適

切に加入していること
⑶�募集を行おうとする期間が１年を超えないもの

であること。
⑷�募集の報酬は，特段の事情がある場合を除き，

支払われた賃金額の100分の50（同一の者に引
き続き１年を超えて雇用される場合にあって
は，１年間の雇用にかかわる賃金額の100分の
50）を超えていないこと。

⑸�社員は，委託募集の報酬として，厚生労働大臣
の認可を受けた報酬以外の財物を連携推進法人
に与えていないこと。

３　委託募集に係る届出
⑴�委託募集を行う連携推進法人は，あらかじめ次

の①から⑥までに掲げる事項を都道府県労働局
長等に届け出なければならないものであるこ
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　条第１項第二号）
・重要な財産の処分及び譲
受け（一般法人法第90
条第４項第一号）
・多額の借財（一般法人法
第90条第４項第二号）
・重要な使用人の選任及び
解任（一般法人法第90
条第４項第三号）
・従たる事務所その他の重
要な組織の設置，変更及
び廃止（一般法人法第
90条第４項第四号）
・コンプライアンス（法令
遵守等）の体制の整備
（一般法人法第90条第４
項第五号）
※一定規模を超える法人
のみ

・定款の定め及び理事会決
議（一般法人法第114
条）に基づく役員等の責
任の一部免除（一般法人
法第90条第４項第六号）
・競業及び利益相反取引
（一般法人法第92条第１
項）
・補償契約の内容の決定
（一般法人法第118条の
２第１項）
・役員等のために締結され
る保険契約の内容の決定
（一般法人法第118条の
３第１項）
・計算書類及び事業報告等
の承認（法第124条第３
項）
・貸付けを受けた社員にお
ける重要事項に係る決定
の承認（本通知別紙１の
６⑷）
・その他重要な業務執行の
決定

・役員等の責任の一部免除
（一般法人法第113条）★
・計算書類の承認（一般法
人法第126条第２項）
・基金の返還（一般法人法
第141条）
・定款の変更（一般法人法
第146条）★
・事業の全部の譲渡（一般
法人法第147条）★
・解散の決議（解散：一般
法人法第148条第三号，
継続：一般法人法第150
条）★
・清算人の選任（一般法人
法第209条第１項第三
号）
・清算人の解任（一般法人
法第210条第１項）
・残余財産の帰属先の決定
（一般法人法第239条第
２項）
・役員報酬等基準の承認
（法第138条において準
用する法第45条の35第
２項）
・社会福祉連携推進評議会
の構成員の選任・解任
（本通知第３の６⑵②）
・会費等の使途及び金額
（本通知第４の３⑵）
・社会福祉連携推進方針の
策定（本通知第５の３
⑴）
・社会福祉連携推進方針の
変更（本通知第５の８
⑴）
・貸付けに係る合意内容の
承認（本通知別紙１の３
⑴）
・その他定款で定めた事項

★：一般法人法第49条第２
項の規定により，社員の
総議決権の３分の２（こ
れを上回る割合を定款で
定めた場合にあっては，
その割合）以上に当たる
多数をもつて決議を行わ
なければならない事項

社会福祉連携推進法人〇〇〇〇定款

（注）社会福祉連携推進認定を受けた後も引き
続き，一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律（以下「一般法人法」という。）に定
める一般社団法人の要件等を満たす必要があ
る。したがって，法人の状況によっては，本
定款例に規定のない事項についても，一般法
人法に基づいて定める必要があり得る。

　　第一章　名称及び事務所
　（名称）

式②〔→本参考資料61頁〕により，毎年度，労
働者募集報告を作成し，当該年度の翌年度の４月
末日まで（当該年度の終了前に募集を終了する場
合にあっては，当該終了の日の属する月の翌月末
日まで）に３の⑵による届出の受付けを行った公
共職業安定所の長に提出しなければならないもの
であること。

別紙３

＜説　明＞
１．定款例について
○�　各連携推進法人の定款に記載されることが一

般的に多いと思われる事項について，定款の定
め方の一例を記載している。

○�　各連携推進法人の定款の記載内容について
は，当該定款例の文言に拘束されるものではな
いが，定款において定めることが必要な事項が
入っているか，その内容が法令に沿ったもので
あることが必要である。

２．記載事項の種類
○�　必要的記載事項（実線）→必ず定款に記載し

なければならない事項であり，その一つでも記
載が欠けると，定款の効力が生じない事項（法
第127条第五号に掲げる事項等）
※�　内容が法令に沿ったものであればよく，当

該定款例の文言に拘束されるものではないこ
と。

○�　相対的記載事項（点線）→必要的記載事項と
異なり，記載がなくても定款の効力に影響はな
いが，法令上，定款の定めがなければその効力
を生じない事項

○�　任意的記載事項→法令に違反しない範囲で任
意に記載することができる事項

３．社員総会及び理事会における決議事項
理事会 社員総会

決
議
事
項

・社員総会の日時及び場所
並びに議題・議案等の決
定（一般社団法人及び一
般財団法人に関する法律
（以下「一般法人法」と
いう。）第38条第２項）
・代表理事及び業務執行理
事の選定及び解職（理事
長：一般法人法第90条
第２項第三号，業務執行
理事：一般法人法第91

・社員の除名（一般法人法
第30条第１項）★
・社員総会提出資料の調査
者の選任（一般法人法第
55条）
・理事，監事，会計監査人
の選任（一般法人法第
63条，第69条第２項）
・理事，監事，会計監査人
の解任（一般法人法第
70条）★

社会福祉連携推進法人定款例
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か，○○に関する業務を行う。

（注）その他業務を行わない場合は記載不要で
ある。

　　第三章　基金
　（基金）
第�六条　本法人は，基金を引き受ける者の募集を

することができる。
２�　拠出された基金は，基金の拠出者と合意した

期日まで返還しない。
３�　基金の返還の手続については，返還する基金

の総額について定時社員総会の決議を経るもの
とするほか，基金の返還を行う場所及び方法そ
の他の必要な事項を理事会において別に定める
ものとする。

（注１）一般法人法第131条参照。基金の募集を
行う場合は定款に記載する必要がある。ただ
し，社会福祉法人である社員は，当該基金に
対する資金の拠出ができない。

（注２）基金の返還については，法人の解散ま
でとすることも可能である。この場合，第２
項及び第３項を以下のとおりとすること。
２　拠出された基金は，本法人が解散するま

で返還しない。
３　基金の返還の手続については，一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律第236
条の規定に従い，基金の返還を行う場所及
び方法その他の必要な事項を清算人におい
て別に定めるものとする。

　　第四章　社員
　（法人の構成員）
第�七条　本法人は，本法人の社会福祉連携推進方

針に賛同し，次に該当する法人であって，次条
の規定により，本法人の社員となった者をもっ
て構成する。
⑴�　本法人の社会福祉連携推進区域における社

会福祉法人
⑵�　本法人の社会福祉連携推進区域において社

会福祉事業を経営する法人（⑴に該当する法
人を除く。）

⑶�　本法人の社会福祉連携推進区域において社
会福祉を目的とする事業（社会福祉事業を除
く。）を経営する法人（⑴及び⑵に該当する
法人を除く。）

第�一条　本法人は，社会福祉連携推進法人○○○
○と称する。

　（事務所）
第�二条　本法人は，主たる事務所を○○県○○郡
（市）○○町（村）○○番地に置く。

（注）従たる事務所の所在地を以下のとおり記
載することも可能である。
２　本法人は，理事会の決議によって従たる

事務所を○○県○○郡（市）○○町（村）
○○番地に置く。

　　第二章　目的及び業務
　（目的）
第�三条　本法人は，社会福祉連携推進方針に基づ

き，社員の社会福祉に係る業務の連携を推進
し，並びに地域における良質かつ適切な福祉サ
ービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強
化に資することを目的とする。

　（社会福祉連携推進業務）
第�四条　本法人は，前条の目的を達成するため，

次の業務を行う。
⑴�　地域福祉の推進に係る取組を社員が共同し

て行うための支援
⑵�　災害が発生した場合における社員が提供す

る福祉サービスの利用者の安全を社員が共同
して確保するための支援

⑶�　社員が経営する社会福祉事業の経営方法に
関する知識の共有を図るための支援

⑷�　資金の貸付けを通じた社会福祉事業に係る
業務を行うのに必要な資金を調達するための
支援

⑸�　社員が経営する社会福祉事業の従事者の確
保のための支援及びその資質の向上を図るた
めの研修

⑹�　社員が経営する社会福祉事業に必要な設備
又は物資の供給

（注）実際に実施する事業のみを記載するこ
と。また，社会福祉連携推進方針に記載した
より詳細な事業内容を記載することも可能で
ある。

　（その他業務）
第�五条　本法人は，社会福祉連携推進方針に沿っ

た連携を推進するため，前条に掲げる業務のほ
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　（任意退社）
第�十二条　社員は，社員総会において別に定める

退社届を提出することにより，任意にいつでも
退社することができる。

（注１）一般法人法第28条参照。退社に当たっ
て書面による意思表示を求めるなどの場合
は，定款に本条のような記載が必要である。

（注２）貸付業務を行う場合は，第２項とし
て，以下の規定を追加することが望ましい。
２　前項の規定にかかわらず，本法人から第

４条⑷に規定する支援を受けた社員につい
ては，社員総会において社員全員の同意を
得なければ，退社することができない。

　（除名）
第�十三条　社員が次のいずれかに該当するに至っ

たときは，社員総会の決議によって当該社員を
除名することができる。
⑴�　この定款その他の規則に違反したとき。
⑵�　本法人の名誉を傷つけ，又は目的に反する

行為をしたとき。
⑶�　その他除名すべき正当な事由があるとき。

（注）一般法人法第30条，第49条第２項参照。

　（社員資格の喪失）
第�十四条　前２条の場合のほか，社員は，次のい

ずれかに該当するに至ったときは，その資格を
喪失する。
⑴�　第10条の支払義務を２年以上履行しなかっ

たとき。
⑵�　総社員が同意したとき。
⑶�　当該社員に係る法人が解散したとき。

　　第五章　社員総会
　（構成）
第�十五条　社員総会は，全ての社員をもって構成

する。

　（権限）
第�十六条　社員総会は，次の事項について決議す

る。
⑴�　社員の除名
⑵�　理事及び監事〈，会計監査人〉並びに社会

福祉連携推進評議会の構成員の選任又は解任
⑶�　理事及び監事の報酬等の額

⑷�　本法人の社会福祉連携推進区域において社
会福祉事業等従事者の養成機関を経営する法
人（⑴から⑶までに該当する法人を除く。）

　（社員の資格の取得）
第�八条　本法人の社員になろうとする者は，理事

会の定めるところにより申込みをし，その承認
を得なければならない。

２�　本法人は，社員名簿を備え置き，社員の変更
があるごとに必要な変更を加えなければならな
い。

（注）第１項について，社員総会の承認を必要
とすることも可能である。

第�九条　前条の規定にかかわらず，地方公共団体
については社員としない。

　（経費の負担）
第�十条　本法人の事業活動に経常的に生じる費用

に充てるため，社員になった時及び毎年，社員
は，社員総会において別に定める額を支払う義
務を負う。

（注１）一般法人法第27条参照。経費の負担を
生じさせる場合は定款に記載が必要である。

（注２）「事業活動に経常的に生じる費用」と
は，本法人の本部運営に当たって発生する事
務的経費等であり，社会福祉連携推進業務に
要する費用については，業務委託費等により
別途確保する必要がある。

　（貸付けを受けた社員の責務）
第�十一条　第４条⑷に規定する支援を受けた社員

が，次の事項を決定するに当たっては，あらか
じめ理事会の承認を受けなければならない。
⑴　予算（補正予算を含む。）の決定又は変更
⑵　決算の決定
⑶�　借入金（当該会計年度内の収入をもって償

還する一時の借入金を除く。）の借入れ
⑷　重要な資産の処分
⑸　合併
⑹　目的たる事業の成功の不能による解散

（注）第４条⑷に規定する業務を行う場合は，
本規定を必ず記載する必要がある。
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は，代表理事がこれに当たる。」とすること
も可能である。

　（議決権）
第�二十条　社員総会における議決権は，社員１名

につき１個とする。

（注）議決権の数について，定款で別段の定め
をする場合は，「社員○○につき○個，社員
○○につき○個とする。」などの記載とする
ことが考えられる。

　　なお，この場合，以下のいずれも満たして
いることが必要である。
①　社会福祉連携推進目的に照らし，不当に

差別的な取扱いをしないこと
②　社員が連携推進法人に対して提供した金

銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱
いをしないこと

③　１の社員に対し，総社員の議決権の過半
数を配分しないこと

　　また，併せて第１項の次に次の一項を加え
る。
２　総社員の議決権の過半数は，社員である

社会福祉法人が保有しなければならない。

　（決議）
第�二十一条　社員総会の決議は，総社員の議決権

の過半数を有する社員が出席し，出席した当該
社員の議決権の過半数をもって行う。

２�　前項の規定にかかわらず，次の決議は，総社
員の半数以上であって，総社員の議決権の３分
の２以上に当たる多数をもって行う。
⑴�　社員の除名
⑵�　監事の解任
⑶�　定款の変更
⑷�　その他法令で定められた事項

（注１）一般法人法第49条参照。
（注２）第２項にいう「総社員の議決権の３分

の２以上」が必要とされているが，定款によ
りこれを上回る割合を定めることも可能であ
る。

　（議事録）
第�二十二条　社員総会の議事については，法令で

定めるところにより，議事録を作成する。

⑷�　貸借対照表及び損益計算書の承認
⑸�　定款の変更
⑹�　解散及び残余財産の処分
⑺�　基本財産の処分又は担保に供することに係

る承認
⑻�　会費等の使途及び金額
⑼�　社会福祉連携推進方針の変更
⑽�　貸付けに係る合意内容の承認
⑾�　その他社員総会で決議するものとして法令

又はこの定款で定められた事項

（注）会計監査人を置いていない場合，〈　〉内
は不要である。

　（開催）
第�十七条　社員総会は，定時社員総会として毎年

度○月に１回開催するほか，必要がある場合に
開催する。

（注）一般法人法第36条第１項参照。定時社員
総会は，同条同項の規定により，毎会計年度
終了後一定の時期に招集しなければならない
ため，開催時期を定めておくことが望ましい。

　　他方，臨時社員総会は，いつでも招集する
ことができる（一般法人法第36条第２項）。

　（招集）
第�十八条　社員総会は，法令に別段の定めがある

場合を除き，理事会の決議に基づき代表理事が
招集する。

２�　総社員の議決権の10分の１以上の議決権を有
する社員は，代表理事に対し，社員総会の目的
である事項及び招集の理由を示して，社員総会
の招集を請求することができる。

（注１）一般法人法第36条から第38条まで参照。
（注２）第２項にいう「総社員の議決権の10分

の１以上の議決権を有する社員」は，単独の
社員のみならず，複数の社員でも可能であ
る。また，「10分の１」は５分の１以下の割
合とすることも可能である。

　（議長）
第�十九条　社員総会の議長は，当該社員総会にお

いて社員の中から選出する。

（注）一般法人法第54条参照。「社員総会の議長
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識見を有する者又は社会福祉連携推進区域に
おける福祉サービスに関する実情に通じてい
る者

⑵�　監事にあっては，財務管理に識見を有する
者

３�　理事及び監事の選任に当たって，それに含ま
れる各役員の親族等の特殊の関係がある者の数
は，次のとおりとする。
⑴�　各理事について，親族等の特殊の関係があ

る者が３人を超えて含まれず，当該理事並び
に親族等の特殊の関係がある者が理事の総数
の３分の１を超えて含まれていないこと

⑵�　監事のうちに，各役員の親族等の特殊の関
係がある者が含まれていないこと

４�　代表理事及び業務執行理事は，理事会の決議
によって理事の中から選任する。

（注１）「親族等の特殊の関係がある者」とは次
に掲げる者とする。
①　配偶者
②　三親等以内の親族
③　事実上婚姻関係と同様の事情にある者
④　使用人
⑤　当該役員から受ける金銭その他の財産に

よって生計を維持している者
⑥　④及び⑤に掲げる者の配偶者
⑦　③から⑤までに掲げる者の三親等以内の

親族であって，これらの者と生計を一にす
るもの

（注２）会計監査人を置いていない場合，〈　〉
内は不要である。

　（理事の職務及び権限）
第�二十五条　理事は，理事会を構成し，法令及び

この定款で定めるところにより，職務を執行す
る。

２�　代表理事は，法令及びこの定款で定めるとこ
ろにより，本法人を代表し，その業務を執行
し，業務執行理事は，〈例：理事会において別
に定めるところにより，本法人の業務を分担執
行する。〉

３�　代表理事及び業務執行理事は，毎会計年度に
３箇月に１回以上，自己の職務の執行の状況を
理事会に報告しなければならない。

（注１）一般法人法第91条参照。
（注２）代表理事及び業務執行理事が自己の職

（注１）一般法人法第57条参照。
（注２）このほか，一般法人法第50条（議決権

の代理行使），第51条（書面による議決権の
行使），第52条（電磁的方法による議決権の
行使），第58条（社員総会の決議の省略），第
59条（社員総会への報告の省略）等が定めら
れており，それらの手続について定款に規定
しておくことも可能である。

　　第六章　役員
　（役員〈及び会計監査人〉の設置）
第二十三条　本法人に，次の役員を置く。

⑴�　理事　○名以上○名以内
⑵�　監事　○名以内

２�　理事のうち１名を代表理事とする。
３�　代表理事以外の理事のうち，○名を業務執行

理事とする。
〈４　本法人に会計監査人を置く。〉

（注１）理事は６名以上，監事は２名以上とす
ること。

（注２）理事及び監事の定数は確定数とするこ
とも可能である。

（注３）業務執行理事については，「代表理事以
外の理事のうち，○名を業務執行理事とする
ことができる。」と定めることも可能である。

（注４）会計監査人を置いていない場合，〈　〉
内は不要である。

（注５）代表理事を理事長とするなど，一般法
人法とは異なる呼称とすることは可能である
が，法令上の名称と，定款上の名称がどのよ
うな関係にあるのかを明確にする必要があ
る。この場合，以下のような記載とすること
が考えられる。
２　理事のうち１名を会長，○名を常務理事

とする。
３　前項の会長をもって一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律に規定する代表理
事とし，常務理事をもって同法に規定する
業務執行理事とする。

　（役員〈及び会計監査人〉の選任）
第�二十四条　理事及び監事〈並びに会計監査人〉

は，社員総会の決議によって選任する。
２�　理事及び監事は，次に掲げる者が含まなけれ

ばならない。
⑴�　理事にあっては，社会福祉連携推進業務に
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する定時社員総会の終結の時までとする。ただ
し，再任を妨げない。

２�　理事又は監事は，第23条に定める定数に足り
なくなるときは，任期の満了又は辞任により退
任した後も，新たに選任された者が就任するま
で，なお理事又は監事としての権利義務を有す
る。

＜３�　会計監査人の任期は，選任後１年以内に終
了する会計年度のうち最終のものに関する定
時社員総会の終結の時までとする。ただし，そ
の定時社員総会において別段の決議がされな
かったときは，再任されたものとみなす。＞

（注１）一般法人法第66条参照。理事の任期
は，定款の定めにより短縮することが可能で
ある。

（注２）一般法人法第67条第２項に基づき，補
欠理事又は監事の任期を退任した理事又は監
事の任期満了時とする場合は，第１項の次に
次の１項を加えること。
２　補欠として選任された役員の任期は，前

任者の任期の満了する時までとする。
（注３）会計監査人を置いていない場合，〈　〉

内は不要である。

　（役員〈及び会計監査人〉の解任）
第�二十九条　役員〈及び会計監査人〉は，社員総

会の決議によって解任することができる。
＜２�　監事は，会計監査人が，次の各号のいずれ

かに該当するときは，監事全員の同意によ
り，会計監査人を解任することができる。こ
の場合，監事は，解任した旨及び解任の理由
を，解任後最初に招集される社員総会に報告
するものとする。
⑴�　職務上の義務に違反し，又は職務を怠っ

たとき。
⑵�　会計監査人としてふさわしくない非行が

あったとき。
⑶�　心身の故障のため，職務の執行に支障が

あり，又はこれに堪えないとき。＞

（注１）一般法人法第70条第１項参照。
（注２）監事を解任する場合は特別決議が必要

（一般法人法第49条第２項）。
（注３）第２項は，一般法人法第71条参照。
（注４）会計監査人を置いていない場合，〈　〉

内は不要である。

務の執行の状況を理事会に報告する頻度につ
いては，第３項について，毎会計年度に４月
を超える間隔で２回以上とすることも可能で
ある。

　　なお，この報告は現実に開催された理事会
において行わなければならず，報告の省略を
することはできない（一般法人法第98条第２
項）。

　（監事の職務及び権限）
第�二十六条　監事は，理事の職務の執行を監査

し，法令で定めるところにより，監査報告を作
成する。

２�　監事は，いつでも，理事及び使用人に対して
事業の報告を求め，本法人の業務及び財産の状
況の調査をすることができる。

（注）一般法人法第99条第１項及び第２項参照。

＜（会計監査人の職務及び権限）
第�二十七条　会計監査人は，法令で定めるところ

により，本法人の計算書類（貸借対照表及び損
益計算書）並びにその附属明細書及び財産目録
を監査し，会計監査報告を作成する。

２�　会計監査人は，その職務を適切に遂行するた
め，次に掲げる者との意思疎通を図り，情報の
収集及び監査の環境の整備に努めなければなら
ない。
⑴�　本法人の理事及び職員
⑵�　その他会計監査人が適切に職務を遂行する

に当たり意思疎通を図るべき者
３�　会計監査人は，いつでも，次に掲げるものの

閲覧及び謄写をし，又は理事及び職員に対し，
会計に関する報告を求めることができる。
⑴�　会計帳簿又はこれに関する資料が書面をも

って作成されているときは，当該書面
⑵�　会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記

録をもって作成されているときは，当該電磁
的記録に記録された事項を法令で定める方法
により表示したもの＞

（注）会計監査人を置いていない場合，〈　〉内
は不要である。

　（役員〈及び会計監査人〉の任期）
第�二十八条　理事又は監事の任期は，選任後２年

以内に終了する会計年度のうち最終のものに関
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ることを確保するための体制
⑤　監事がその職務を補助すべき職員を置くこ

とを求めた場合における当該職員に関する事
項

⑥　前号の職員の理事からの独立性に関する事
項

⑦　監事の第五号の職員に対する指示の実効性
の確保に関する事項

⑧　理事及び職員が監事に報告をするための体
制その他の監事への報告に関する体制

⑨　前号の報告をした者が当該報告をしたこと
を理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制

⑩　監事の職務の執行について生ずる費用の前
払又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項

⑪　その他監事の監査が実効的に行われること
を確保するための体制

第�三十三条　代表理事の選定及び解職は，認定所
轄庁の認可をもって，その効力を生じる。

　（招集）
第�三十四条　理事会は代表理事が招集する。
２�　代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故が

あるときは，各理事が理事会を招集する。

（注）一般法人法第93条第１項参照。原則とし
て，各理事が理事会を招集するが，理事会を
招集する理事を定款又は理事会で定めること
も可能。

　（決議）
第�三十五条　理事会の決議は，決議について特別

の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が
出席し，その過半数をもって行う。

２�　前項の規定にかかわらず，一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律第96条の要件を満た
したときは，理事会の決議があったものとみな
す。

（注１）一般法人法第95条第１項参照。第１項
については，過半数に代えて，これを上回る
割合を定款で定めることも可能である。

（注２）特別の利害を有する理事が議決に加わ
ることはできない（一般法人法第95条第２

　（役員〈及び会計監査人〉の報酬等）
第�三十条　理事及び監事に対して，（例：社員総

会において定める総額の範囲内で，社員総会に
おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って
算定した額を）報酬等として支給することがで
きる。

＜２�　会計監査人に対する報酬等は，監事の過半
数の同意を得て，理事会において定める。＞

（注１）第１項のように，理事及び監事の報酬
等の額について定款に定めないときは，社員
総会の決議によって定める必要がある。

（注２）費用弁償分については報酬等に含まれ
ない。

（注３）会計監査人を置いていない場合，〈　〉
内は不要である。

　　第七章　理事会
　（構成）
第�三十一条　本法人に理事会を置く。
２�　理事会は，全ての理事をもって構成する。

　（権限）
第�三十二条　理事会は，次の職務を行う。

⑴�　本法人の業務執行の決定
⑵�　理事の職務の執行の監督
⑶�　代表理事の選定及び解職

＜２�　前項に掲げる職務のほか，理事の職務の執
行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他業務の適正を確保するため
に必要な体制の整備に関する事項は，理事会
において定める。＞

（注）会計監査人を置いていない場合，〈　〉内
は不要である。

　なお，第２項に規定する「理事の職務の執行
が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他業務の適正を確保するために必要
な体制の整備に関する事項」とは次の事項をい
う。
①　理事の職務の執行に係る情報の保存及び管

理に関する体制
②　損失の危険の管理に関する規程その他の体

制
③　理事の職務の執行が効率的に行われること

を確保するための体制
④　職員の職務の執行が法令及び定款に適合す
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ば，次のような者から構成することが考えら
れる。
・�　福祉サービスの利用者団体から推薦を受

ける者
・�　福祉サービスの経営者団体から推薦を受

ける者
・�　学識有識者
・�　介護福祉士・社会福祉士等の職能団体か

ら推薦を受ける者
・�　社会福祉協議会から推薦を受ける者
・�　共同募金会から推薦を受ける者
・�　ボランティア団体から推薦を受ける者
・�　自治会から推薦を受ける者
・�　民生委員・児童委員
・�　福祉人材の養成機関から推薦を受ける者
・�　就労支援機関から推薦を受ける者
・�　商工会議所から推薦を受ける者
・�　地方公共団体から推薦を受ける者
・�　その他地域福祉に関して中立公正な立場

から意見を述べられる団体から推薦を受け
る者又は個人

　（権限）
第�三十八条　社会福祉連携推進評議会は，本法人

に対し，次の事項について，社員総会及び理事
会において必要な意見を述べることができる。
⑴�　第11条の承認の適否
⑵�　事業計画の内容
⑶�　社会福祉連携推進評議会の定数の変更
⑷�　構成員の過半数の賛成により，意見を述べ

る必要があるとされた事項
⑸�　代表理事から求めがあった事項

２�　社会福祉連携推進評議会は，社会福祉連携推
進方針に照らし，本法人の業務の実施の状況に
ついて評価を行い，必要があると認めるとき
は，社員総会及び理事会において意見を述べる
ことができる。

３�　本法人は，前項の意見を尊重するものとする。

　（開催）
第�三十九条　社会福祉連携推進評議会は，毎年度

○月に１回開催するほか，必要がある場合に開
催する。

　（招集）
第�四十条　社会福祉連携推進評議会は，理事会の

決議に基づき代表理事が招集する。

項）。
（注３）理事会については，代理人による議決

権の行使，書面による議決権の行使は認めら
れない。

（注４）可否同数の場合に，議長に２票を与え
るような定款の定めは不可。

（注５）第２項では，理事が理事会の決議の目
的である事項について提案をした場合におい
て，当該提案につき理事（当該事項について
議決に加わることができるものに限る。）の
全員が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたとき（監事が当該提案について異
議を述べたときを除く。）は，当該提案を可
決する旨の理事会の決議があったものとみな
す旨を定款に定めることもできる（一般法人
法第96条）。なお，本項を定款に定めない場
合，同条に基づく決議の省略を行うことはで
きないので留意のこと。

　（議事録）
第�三十六条　理事会の議事については，法令で定

めるところにより，議事録を作成する。
２�　出席した理事及び監事は，前項の議事録に記

名押印する。

（注）定款で，記名押印する者を，当該理事会
に出席した代表理事及び監事とすることも可
能である（一般法人法第95条第３項）。

　　第八章　社会福祉連携推進評議会
　（構成）
第�三十七条　本法人に社会福祉連携推進評議会を

置く。
２�　社会福祉連携推進評議会は，福祉サービスを

受ける立場にある者，社会福祉に関する団体，
学識経験を有する者その他の関係者をもって構
成する。

３�　社会福祉連携推進評議会の定員は，○人以内
とする。

４�　社会福祉連携推進評議会の構成員は，社員総
会の決議によって，第２項に掲げる者の中から
選任し，または解任することができる。

（注１）社会福祉連携推進評議会の定員は３人
以上とすること。

（注２）社会福祉連携推進評議会の構成員は，
当該法人が行う業務の内容に応じ，例え
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認＞を受けなければならない。これを変更する
場合も，同様とする。

２�　前項の書類については，主たる事務所（及び
従たる事務所）に，当該会計年度が終了するま
での間備え置き，一般の閲覧に供するものとす
る。

　（事業報告及び決算）
第�四十五条　本法人の事業報告及び決算について

は，毎会計年度終了後，代表理事が次の書類を
作成し，監事の監査を受けた上で，理事会の承
認を受けなければならない。
⑴�　事業報告
⑵�　事業報告の附属明細書
⑶�　貸借対照表
⑷�　損益計算書
⑸�　貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
⑹�　財産目録

２�　前項の承認を受けた書類のうち，⑴，⑶，⑷
及び⑹の書類については，定時社員総会に提出
し，⑴の書類についてはその内容を報告し，そ
の他の書類については，承認を受けなければな
らない。

３�　第１項に掲げる書類のほか，次の書類を主た
る事務所に５年間（，また，従たる事務所に３
年間）備え置き，一般の閲覧に供するととも
に，定款を主たる事務所（及び従たる事務所
に）に備え置き，一般の閲覧に供するものとす
る。
⑴�　監査報告
⑵�　理事及び監事の名簿
⑶�　理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載

した書類
⑷�　事業の概要等を記載した書類

（注）会計監査人を置いている場合は例えば次
のような規定とすることが考えられる。

第四十五条　本法人の事業報告及び決算に
ついては，毎会計年度終了後，代表理事
が次の書類を作成し，監事の監査を受
け，かつ，⑶から⑹までの書類について
会計監査人の監査を受けた上で，理事会
の承認を受けなければならない。
⑴�　事業報告
⑵�　事業報告の附属明細書
⑶�　貸借対照表
⑷�　損益計算書

２�　社会福祉連携推進評議会の構成員は，代表理
事に対し，社会福祉連携推進評議会の目的であ
る事項及び招集の理由を示して，社会福祉連携
推進評議会の招集を請求することができる。

　　第九章　資産及び会計
第�四十一条　本法人の資産は次のとおりとする。

⑴�　設立当時の財産
⑵�　設立後寄附された金品
⑶�　事業に伴う収入
⑷�　その他の収入

２�　本法人の設立当時の財産目録は，主たる事務
所において備え置くものとする。

第�四十二条　本法人の資産のうち，次に掲げる財
産を基本財産とする。
⑴�　・・・
⑵�　・・・
⑶�　・・・

２�　基本財産は処分し，又は担保に供してはなら
ない。ただし，特別の理由のある場合には，理
事会及び社員総会の承認を得て，処分し，又は
担保に供することができる。

（注）基本財産を定めないことも可能である。

　（資産の管理）
第�四十三条　本法人の資産は，理事会の定める方

法により，代表理事が管理する。
２�　資産のうち現金は，確実な金融機関に預け入

れ，確実な信託会社に信託し，又は確実な有価
証券に換えて，保管する。

（注）基本財産以外の資産において，株式投資
又は株式を含む投資信託等による管理運用を
行う場合には，第二項の次に次の一項を加え
る。
３�　前項の規定にかかわらず，基本財産以外

の資産のうちの現金については，理事会の
議決を経て，株式に換えて保管することが
できる。

　（事業計画及び収支予算）
第�四十四条　本法人の事業計画書，収支予算書に

ついては，毎会計年度の開始の日の前日まで
に，代表理事が作成し，＜例１：理事会の承
認，例２：理事会の決議を経て，社員総会の承
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　（社会福祉連携推進目的取得財産残額の算定）
第�五十一条　代表理事は，毎会計年度，当該会計

年度の末日における社会福祉連携推進目的取得
財産残額を算定し，財産目録に記載するものと
する。

　　第十章　定款の変更及び解散
　（定款の変更）
第�五十二条　この定款は，社員総会の決議によっ

て変更することができる。

（注）一般法人法第49条第２項及び第146条参
照。定款変更は特別決議が必要である。

第�五十三条　この定款の変更は，認定所轄庁の認
可をもって，その効力を生じる。

第�五十四条　本法人は，事務所の所在地又は公告
の方法に係る定款の変更をしたときは，遅滞な
く，その旨を認定所轄庁に届け出なければなら
ない。

　（解散）
第�五十五条　本法人は，次の事由によって解散す

る。
⑴�　目的たる業務の成功の不能
⑵�　社員総会の決議
⑶�　社員の欠亡
⑷�　破産手続開始の決定

２�　本法人は，総社員の３分の２以上の賛成がな
ければ，前項⑵の社員総会の決議をすることが
できない。

３�　第１項⑴から⑶までの事由により解散する場
合は，あらかじめ認定所轄庁に社会福祉連携推
進認定の取消しを申請しなければならない。

第�五十六条　本法人が解散したときは，破産手続
開始の決定による解散の場合を除き，理事がそ
の清算人となる。ただし，社員総会の議決によ
って理事以外の者を選任することができる。

２�　清算人は，次の⑴から⑶までに掲げる職務を
行い，又，当該職務を行うために必要な一切の
行為をすることができる。
⑴�　現務の結了
⑵�　債権の取立て及び債務の弁済
⑶�　残余財産の引渡し

⑸�　貸借対照表及び損益計算書の附属明
細書

⑹�　財産目録
２�　前項の承認を受けた書類のうち，

⑴，⑶，⑷及び⑹の書類については，定
時社員総会に報告するものとする。ただ
し，一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律第127条の適用を受けない場合
には，⑴の書類を除き，定時社員総会へ
の報告に代えて，定時社員総会の承認を
受けなければならない。

３�　第１項の書類のほか，次の書類を主た
る事務所に５年間（，また，従たる事務
所に３年間）備え置き，一般の閲覧に供
するとともに，定款を主たる事務所

（及び従たる事務所）に備え置き，一般
の閲覧に供するものとする。
⑴�　監査報告
⑵�　会計監査報告
⑶�　理事及び監事の名簿
⑷�　理事及び監事の報酬等の支給の基準

を記載した書類
⑸�　事業の概要等を記載した書類

第�四十六条　決算の結果，剰余金を生じたとして
も，配当してはならない。

　（会計年度）
第�四十七条　本法人の会計年度は，毎年４月１日

に始まり，翌年３月31日をもって終わる。

　（会計処理の基準）
第�四十八条　本法人の会計に関しては，法令等及

びこの定款に定めのあるもののほか，理事会に
おいて定める経理規程により処理する。

　（臨機の措置）
第�四十九条　予算をもって定めるもののほか，新

たに義務の負担をし，又は権利の放棄をしよう
とするときは，理事総数の３分の２以上の同意
がなければならない。

第�五十条　本法人は，毎会計年度終了後３月以内
に，次の書類を認定所轄庁に届け出なければな
らない。
⑴�　第45条第１項⑴から⑹までに掲げる書類
⑵�　第45条第３項⑴から⑷までに掲げる書類
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２�　本法人の設立時役員の氏名及び住所は，次の
とおりである。
代表理事　○県○市○町○丁目○番○号
　○法人○会　○○　○○
理事　○県○市○町○丁目○番○号
　○法人○会　○○　○○
・
・
・
監事　○県○市○町○丁目○番○号
　○○　○○

（注１）一般法人法第209条第１項参照。
（注２）第１項ただし書きについて，清算人を

定款においてあらかじめ定めておくことも可
能である。

　（社会福祉連携推進認定の取消し等に伴う贈与）
第�五十七条　本法人が社会福祉連携推進認定の取

消しの処分を受けた場合には，社員総会の決議
を経て，社会福祉連携推進目的取得財産残額に
相当する額の財産を，当該社会福祉連携推進認
定の取消しの日から１箇月以内に，国若しくは
地方公共団体，他の社会福祉連携推進法人，社
会福祉法人のいずれかに贈与するものとする。

（注）公益認定法第４条による公益認定を受け
た法人である場合，本条は適用しない。

　（残余財産の帰属）
第�五十八条　本法人が清算をする場合において有

する残余財産は，社員総会の決議を経て，国若
しくは地方公共団体，他の社会福祉連携推進法
人又は社会福祉法人（社員を除く。）のいずれ
かに贈与するものとする。

（注）公益認定法第４条による公益認定を受け
た法人である場合，本条は適用しない。

　　第十一章　公告の方法
　（公告の方法）
第�五十九条　本法人の公告は，社会福祉連携推進

法人○○○の掲示場に掲示するとともに，官
報，新聞又は電子公告に掲載して行う。

（注）解散時の債権申出の催告及び破産手続の
開始については，官報によって公告すること。

　　第十二章　雑則
第�六十条　この定款の施行についての細則は，理

事会において定める。

　　附則
１�　本法人の設立時社員の名称又は氏名及び住所

は，次のとおりである。
○県○市○町○丁目○番○号　○法人○会
○県○市○町○丁目○番○号　○法人○会
○県○市○町○丁目○番○号　○○　○○
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（別記様式１） 

（元号）○年度 社会福祉連携推進法人○○○ 業務評価

１．評議会開催日

（元号）○年○月○日

２．評価項目

（１）社会福祉連携推進方針に照らした個々の業務の実施状況・費用対効果について

地域福祉 

支援業務

災害時支援

業務

経営支援 

業務

貸付業務

人材確保等

業務

物資等供給

業務

※ 各業務の改善点や費用対効果等について意見を求め、当該意見の内容を上記に記載

する。

（２）事業報告書の内容について

※ 事業報告書の記載内容について意見を求め、当該意見の内容を上記に記載する。
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（３）全体評価

※ 法人運営全般に関し、適正に運営していると認められるか否かについて意見を求め、

当該意見の内容を上記に記載する。
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（別記様式２） 

（ 文 書 番 号 ）

（元号）○年○月○日

○○○都道府県知事

又は 殿

○○○市市長

（ 申 請 者 ）

一般社団法人○○○

代表理事 ○○ ○○

社会福祉連携推進認定の認定申請について

社会福祉法第 条第１項の規定に基づき、社会福祉連携推進認定を受けたいので、別

添の申請書に関係書類を添えて、貴庁の認定を申請する。

（添付資料）

① 定款

② 社会福祉連携推進方針（別記様式３）

③ 登記事項証明書

④ 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

⑤ 法第 条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類（別記様式４）

⑥ 法第 条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証する書類（別記様式

５）

⑦ 社会福祉連携推進評議会の構成員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類

⑧ 社員の名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類

⑨ 役員・社会福祉連携推進評議会の構成員の履歴書及びその就任に係る承諾書類

⑩ 認定申請段階において当該社会福祉連携推進法人に帰属すべき財産の財産目録

⑪ 認定申請を行う会計年度及びその次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予

算書

⑫ その他認定所轄庁が必要と認める書類

※ 社会福祉連携推進業務のうち、貸付業務を行う場合は、上記に加え、別紙１の４の（２）

の①から⑦までに掲げる書類を添付すること。
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（別添）

社会福祉連携推進認定申請書

（表 面）

設立代表者
住所

氏名

申請年月日

ふりがな

法人の名称

法人番号

社会福祉連携推進法人

設立の趣意

主たる事務所 所在地

従たる事務所

※ ある場合のみ

記載のこと

所在地

実施する業務の内容

※ 該当するものに○を付すこと

社会福祉連携推進業務
その他

業務
地域福祉

支援業務

災害時支

援業務

経営支援

業務

貸付業務

人材確保

等業務

物資等供

給業務

資
産

純資産

③－④

内 訳

①社会福祉連携推進

目的事業財産
②その他の財産

③財産計

①＋②
④負債

円 円 円 円 円

会
費
等

入会金 会費（月額・年額） その他

円 円 円
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（裏 面）

役
員

代表理事、

理事、

監事の別

役員の資格（該当に○）

氏名

親族等の

特殊関係

者の有無

他の法人の理事長への

就任状況
社会福

祉識見

福祉サー

ビス実情

財務管

理識見

その他

有無 法人名

職
員
数

人

評
議
会
の
構
成
員

氏名

構成員の資格等（該当に○）

福祉サービスを受

ける立場にある者

社会福祉に

関する団体

学識経験を

有する者
その他

社
員

法人名称 法人格の種別 代表者氏名

（注意事項）

・ 行が不足する場合は、適宜追加すること。
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（別記様式３） 

社会福祉連携推進方針

社会福祉連携推進認

定後の法人の名称
社会福祉連携推進法人 ○○会

理念・運営方針

１．社会福祉連携推進業務を通じて、地域住民に安心、安全かつ質の高

い福祉サービスの提供を目指す。

２．福祉人材の育成・確保、定着を目指す。

３．地域ニーズの変化を踏まえ、地域における福祉サービスを維持・確

保していくため、効率的かつ透明性の高い経営の確保を目指す。

社員の名称 
社会福祉法人○○、社会福祉法人●●、NPO□□、株式会社■■、 

株式会社△△ 

社会福祉連携推進区

域の範囲
○○県全域、××県△△市及び□□町

社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
の
内
容

地域福祉 

支援業務

社員が共同で行う「地域における公益的な取組」の企画・立案、実施に

向けた調整業務

災害時支援

業務
実施なし

経営支援 

業務
社員の財務状況の分析・助言

貸付業務 実施なし

人材確保等

業務

社員の人材の合同募集、社員間の人事交流、合同研修の実施等の調整業

務

物資等供給

業務
実施なし

その他業務の内容 実施なし
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※ 以下は貸付業務を行う場合のみ記載。

貸付件名 令和５年４月１日の社員○○に対する○○円の貸付け

貸付契約締結日 令和４年１２月１日 

貸付対象社員 

の名称
社会福祉法人○○

貸付対象社員への貸

付総額 
○○円

貸付対象社員におけ

る重要事項に係る承

認の方法

貸付対象社員の評議員会において、各年度の予算・決算等を決議する

に当たっては、あらかじめ社会福祉連携推進法人の理事会において、

承認を受けなければならないものとする。

（注意事項）

・ 行が不足する場合は、適宜追加すること。

・ 記載欄中の記述は記載例であること。
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（別記様式４） 

法第 条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類

１１ 社社会会福福祉祉連連携携推推進進業業務務をを主主たたるる目目的的ととししてていいるるこことと（（第第１１号号））

社会福祉連携推進業務に

係る事業費率の見込み

事業費率

【（①＋②）／（①＋②＋③＋④

＋⑤＋⑥）】

％

社会福祉連携推進業務に係る

サービス活動費用計①
円

社会福祉連携推進業務に係る

サービス活動外費用計②
円

その他業務に係る

サービス活動費用計③
円

その他業務に係る

サービス活動外費用計④
円

法人本部に係る

サービス活動費用計⑤
円

法人本部に係る

サービス活動外費用計⑥
円

（注意事項）

・ 事業計画書や予算書等において上記の事業費率が５０％超であること。

２２ 社社員員のの構構成成がが適適当当ででああるるこことと（（第第２２号号））

社員の名称
法人格

の種別

社員に参画できる者

※ 該当する欄に○を付すこと。 １社員当た

りの議決権

の数
①社会福祉

法人

②社会福祉事

業経営法人

③その他福祉

サービス事業

経営法人

④社会福祉事

業従事者養成

機関経営法人
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合計数
社員計：

（注意事項）

・ 社員は、上記の表の①から④までのいずれかに該当するものであること。

・ 社員は２以上であること。

・ 社員の過半数は社会福祉法人であること。

・ 議決権総数の過半数は社会福祉法人であること。

・ １の社員に対し、議決権総数の半数を超える議決権を配分しないこと。

３３ 社社会会福福祉祉連連携携推推進進業業務務をを適適切切かかつつ確確実実にに行行ううにに足足りりるる知知識識及及びび能能力力並並びびにに財財産産的的基基

礎礎ががああるるこことと（（第第３３号号））

①社会福祉連携推進業務を適切

かつ確実に行うに足りる知識及

び能力

社会福祉法に定める組織機関を全て備えるとともに、会費収

入により、法人本部に職員２名を配置している。

②財産的基礎
会費により、年間事業費○千万円を確保することにしてい

る。

（注意事項）

・ 上記の①及び②について、法人において措置している内容を記載すること。

・ 記載欄中の記述は記載例であること。
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４４ 社社員員のの資資格格のの得得喪喪ににつつきき、、不不当当なな条条件件ががなないいこことと（（第第４４号号））

①社員の資格の取得ルール

定款第○条の規定により、社員になろうとする者は、理事

会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得る

必要がある。

②社員の資格の喪失ルール

〈退社〉

定款第○条の規定により、社員は、社員総会において定め

る退社届を提出することにより、いつでも退社できる。

〈除名〉

定款第○条の規定により、

・定款その他の規則に違反したとき

・本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたと

き

・その他除名すべき正当な理由があるとき

には、社員総会の決議によって当該社員を除名することが

できる。

〈社員資格の喪失〉

定款第○条の規定により、

・会費の支払義務を２年以上履行しなかったとき

・総社員が同意したとき

・当該社員に係る法人が解散したとき

には、その資格を喪失する。

（注意事項）

・ 定款等に定める社員の資格の得喪に関するルールを記載すること。

・ 社会福祉連携推進法人の目的に照らし、不当に差別的なルールとなっていないこと。

・ 記載欄中の記述は記載例であること。

５５ 定定款款にに必必要要事事項項がが記記載載さされれてていいるるこことと（（第第５５号号））

定款記載事項 記載の有無

① 社員の議決権に関する事項 有 ・ 無

② 役員に関する事項 有 ・ 無

③ 代表理事を１人置く旨 有 ・ 無

④ 理事会を置く旨及び理事会に関する事項 有 ・ 無
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⑤ 事業の規模が政令で定める基準を超える一般社団法人の記載事項 有 ・ 無

⑥ 社会福祉連携推進評議会を置く旨及び構成員の選任・解任の方法 有 ・ 無

⑦ 貸付対象社員が予算の決定又は変更等を決定するに当たって、あらか

じめ当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨
有 ・ 無

⑧ 資産に関する事項 有 ・ 無

⑨ 会計に関する事項 有 ・ 無

⑩ 解散に関する事項 有 ・ 無

⑪ 社会福祉連携目的取得財産残額は国又は地方公共団体等に贈与する旨 有 ・ 無

⑫ 清算時に残余財産を国等に帰属させる旨 有 ・ 無

⑬ 定款の変更に関する事項 有 ・ 無

（注意事項）

・ 上記事項のほか、一般法人法第 条第１項の規定により、次の事項の記載が必要。

ア 目的

イ 名称

ウ 主たる事務所の所在地

エ 設立時社員の氏名又は名称及び住所

オ 社員の資格の得喪に関する規定

カ 公告方法

キ 事業年度
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（別記様式５） 

法第 条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証する書類

区分 事実の有無

① 理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者の有無

イ 社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を取り消さ

れた場合において、その取消しの原因となった事実があった

日以前１年内に当該社会福祉連携推進法人の業務を行う理事

であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

有 ・ 無

ロ 社会福祉法その他社会福祉に関する法律で政令で定めるも

のの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない

者（ハに該当する者を除く。）

有 ・ 無

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の

執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
有 ・ 無

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５

年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

有 ・ 無

② 社会福祉連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年

を経過しないもの
有 ・ 無

③ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 有 ・ 無

（注意事項）

１ ①のロにいう「その他社会福祉に関する法律」とは、社会福祉法施行令第 条に掲げる法

律をいうものであること。

※ 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、

老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法、介護保険法、精神保健福祉士法、児童買春・児

童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、児童虐待の防止等

に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、高齢者虐待

の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律、子ども・子育て支援法、国家戦略特別区域法（第 条の５第 項及び第

項から第 項までの規定に限る。）、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあ
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っせんに係る児童の保護等に関する法律、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため

の調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律

２ ①のニ及び③の証明に当たっては、次に掲げる者による表明・確約書を添付すること。

・ 当該社会福祉連携推進法人の理事及び監事（別添１）

・ 当該社会福祉連携推進法人の社員（別添２）
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（別添１）※役員用

表明・確約書

○○○都道府県知事

又は 殿

○○○市市長

所属・職名 ○○○

氏 名 ○○○

私は、現在及び将来にわたって、次に掲げる事項のいずれにも該当しないことを表明、

確約します。

（１）暴力団員

（２）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

（元号）○年○月○日

氏 名（自著）
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第1章2章参考資料 令和8年度特例要件・連携推進法人 ①認定・運営基準

①
認
定
・
運
営
基
準

②
制
度
施
行
Ｆ
Ａ
Ｑ

③
設
立
相
談
窓
口
一
覧

介護
障害

（別添２）※社員用

表明・確約書

○○○都道府県知事

又は 殿

○○○市市長

法 人 名 ○○○

代 表 者 名 ○○○

当法人は、現在及び将来にわたって、次に掲げる事項のいずれにも該当しないことを表

明、確約します。

（１）暴力団

（２）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する法人

（元号）○年○月○日

法 人 名 ○○○

代表者名（自著）
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別記様式

①
認
定
・
運
営
基
準

②
制
度
施
行
Ｆ
Ａ
Ｑ

③
設
立
相
談
窓
口
一
覧

介護
障害

（別記様式６） 

（ 文 書 番 号 ）

（元号）○年○月○日

○○○都道府県知事

又は 殿

○○○市市長

（ 申 請 者 ）

社会福祉連携推進法人○○○

代表理事 ○○ ○○

定款変更の認可申請について

社会福祉法第 条第１項の規定に基づき、定款変更の認可を受けたいので、別添の申

請書に関係書類を添えて、貴庁の認可を申請する。

（添付資料）

① 当該定款変更後の定款全文

② 当該定款変更に係る理事会議事録

③ 当該定款変更に係る社員総会議事録

④ その他当該定款変更に関する参考資料
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第1章2章参考資料 令和8年度特例要件・連携推進法人 ①認定・運営基準

①
認
定
・
運
営
基
準

②
制
度
施
行
Ｆ
Ａ
Ｑ

③
設
立
相
談
窓
口
一
覧

介護
障害

（別添）

定款変更認可申請書

（表 面）

申
請
者

主たる事務所

の所在地

ふりがな

法人の名称

法人番号

代表理事の氏名

定
款
変
更
の
内
容
及
び
理
由

内容

理由

変更前の条文 変更後の条文

（裏 面）

定
款
変
更
の
内
容
及
び
理
由

内容

理由

変更前の条文 変更後の条文

（注意事項）

・ 行が不足する場合は、適宜追加すること。

・ 変更前の条文と変更後の条文とを対比表とすることが困難な場合には、対比表の形式によら

ないことも差し支えないこと。
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別記様式

①
認
定
・
運
営
基
準

②
制
度
施
行
Ｆ
Ａ
Ｑ

③
設
立
相
談
窓
口
一
覧

介護
障害

（別記様式７） 

（ 文 書 番 号 ）

（元号）○年○月○日

○○○都道府県知事

又は 殿

○○○市市長

（ 申 請 者 ）

社会福祉連携推進法人○○○

代表理事 ○○ ○○

定款変更の届出について

社会福祉法第 条第３項の規定に基づき、定款変更を行ったので、別添の届出書に関

係書類を添えて、貴庁に届出を行う。

（添付資料）

① 当該定款変更後の定款全文

② 当該定款変更に係る理事会議事録

③ 当該定款変更に係る社員総会議事録

④ その他当該定款変更に関する参考資料
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第1章2章参考資料 令和8年度特例要件・連携推進法人 ①認定・運営基準

①
認
定
・
運
営
基
準

②
制
度
施
行
Ｆ
Ａ
Ｑ

③
設
立
相
談
窓
口
一
覧

介護
障害

（別添）

定款変更届出書

（表 面）

（裏 面）

定
款
変
更
の
内
容

変更前の条文 変更後の条文

（注意事項）

・ 行が不足する場合は、適宜追加すること。

・ 変更前の条文と変更後の条文とを対比表とすることが困難な場合には、対比表の形式によら

ないことも差し支えないこと。

届
出
者

主たる事務所

の所在地

ふりがな

法人の名称

法人番号

代表理事の氏名

定
款
変
更
の
内
容

変更前の条文 変更後の条文
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別記様式

①
認
定
・
運
営
基
準

②
制
度
施
行
Ｆ
Ａ
Ｑ

③
設
立
相
談
窓
口
一
覧

介護
障害

（別記様式８） 

（ 文 書 番 号 ）

（元号）○年○月○日

○○○都道府県知事

又は 殿

○○○市市長

（ 申 請 者 ）

社会福祉連携推進法人○○○

代表理事 ○○ ○○

社会福祉連携推進方針変更の認定申請について

社会福祉法第 条の規定に基づき、社会福祉連携推進方針変更の認定を受けたいので、

別添の申請書に関係書類を添えて、貴庁の認定を申請する。

（添付資料）

① 当該方針変更後の社会福祉連携推進方針全文

② 当該方針変更に係る理事会議事録

③ 当該方針変更に係る社員総会議事録

④ その他当該方針変更に関する参考資料

※ 社会福祉連携推進業務のうち、貸付業務を行う場合は、上記に加え、別紙１の４の（２）

の①から⑦までに掲げる書類を添付すること。
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第1章2章参考資料 令和8年度特例要件・連携推進法人 ①認定・運営基準

①
認
定
・
運
営
基
準

②
制
度
施
行
Ｆ
Ａ
Ｑ

③
設
立
相
談
窓
口
一
覧

介護
障害

（別添）

社会福祉連携推進方針変更認定申請書

（表 面）

申
請
者

主たる事務所

の所在地

ふりがな

法人の名称

法人番号

代表理事の氏名

社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針

変
更
の
内
容
及
び
理
由

内容

理由

変更前の記載 変更後の記載

（裏 面）

社
会
福
祉
連
携
推
進
方
針

変
更
の
内
容
及
び
理
由

内容

理由

変更前の記載 変更後の記載

（注意事項）

・ 行が不足する場合は、適宜追加すること。

・ 変更前の条文と変更後の条文とを対比表とすることが困難な場合には、対比表の形式によら

ないことも差し支えないこと。
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別記様式

①
認
定
・
運
営
基
準

②
制
度
施
行
Ｆ
Ａ
Ｑ

③
設
立
相
談
窓
口
一
覧

介護
障害

（別記様式９） 

（ 文 書 番 号 ）

（元号）○年○月○日

○○○都道府県知事

又は 殿

○○○市市長

（ 申 請 者 ）

社会福祉連携推進法人○○○

代表理事 ○○ ○○

代表理事の（選定・解職）に係る認可申請について

社会福祉法第 条の規定に基づき、代表理事の（選定・解職）に係る認可を受けたい

ので、関係書類を添えて、下記のとおり貴庁の認可を申請する。

記

１．（代表理事に選定された者・解職された代表理事）の住所、氏名

住所

氏名

２．（選定・解職）の理由

（添付資料）

① 当該代表理事の履歴書（選定の場合に限る。）

② 当該代表理事の（選定・解職）に係る理事会議事録

③ その他当該代表理事の選定又は解職に関する参考資料
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第1章2章参考資料 令和8年度特例要件・連携推進法人 ①認定・運営基準

①
認
定
・
運
営
基
準

②
制
度
施
行
Ｆ
Ａ
Ｑ

③
設
立
相
談
窓
口
一
覧

介護
障害

（別紙１様式） 

貸付事前合意書

貸付件名 令和５年４月１日の社員○○に対する○○円の貸付け

社員総会における承認日 令和４年６月１４日

貸付契約締結日 令和４年１２月１日

貸付対象社員の名称 社会福祉法人○○

貸付原資提供社員の名称 社会福祉法人□□、社会福祉法人△△、社会福祉法人××

貸
付
条
件

貸付対象社員への

貸付総額
○○円

貸付原資提供社員

の提供額

社会福祉法人□□：○○円

社会福祉法人△△：○○円

社会福祉法人××：○○円

返済期限 令和８年３月３１日

返済方法 一括償還

利率 ％

担保
社会福祉法人○○が保有する○○県△△市××１－１－１に所在

する建物

延滞時の取扱い 遅延利息 ％

貸付金回収不能時

の取扱い
貸付金額に応じて各貸付原資提供社員がリスクを負う。

貸付実行予定日 令和５年４月１日

貸付対象社員における貸付

金の使途

地域共生関連事業の実施に当たって必要となる施設内のレイアウ

ト変更及び配線工事に必要な費用

貸付対象社員における重要

事項に係る承認の方法

貸付対象社員の評議員会において、各年度の予算・決算等を決議

するに当たっては、あらかじめ社会福祉連携推進法人の理事会に

おいて、承認を受けなければならないものとする。

（注）記載欄中の記述は記載例であること。
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別紙１様式／別紙２様式

①
認
定
・
運
営
基
準

②
制
度
施
行
Ｆ
Ａ
Ｑ

③
設
立
相
談
窓
口
一
覧

介護
障害

（
別
紙
２
様
式
①
）
 

委
託

募
集

届
出

書
厚
生
労
働
大
臣

届
出
年
月
日

（
元
号
）

年
月

日
殿

社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
の
名
称

都
道
府
県
労
働
局
長

住
所

代
表
者
氏
名

社
会
福
祉
法
第

条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
委
託
募
集
を
（
元
号
）
○
年
○
月
○
日
か
ら
（
元
号
）
○
年
○
月
○
日
ま
で
の
間
行
い
た
く
、
下
記
内
容
に

よ
り
届
け
出
ま
す
。

募
集

を
委
託

す
る
法

人
名

従
業

員
数

募
集

職
種

雇
用

期
間

募
集

人
員

労
働

条
件

事
業

所
名

所
在

地
賃

金
就

業
時

間
休

日
各

種
保

険
そ

の
他

①
人

年
月
～

年
月

人
円
～

円

：
～

：

日
曜

・
土
曜

回

そ
の

他

雇
用

労
災

健
康

厚
生

②
人

年
月
～

年
月

人
円
～

円

：
～

：

日
曜

・
土
曜

回

そ
の

他

雇
用

労
災

健
康

厚
生

③
人

年
月
～

年
月

人
円
～

円

：
～

：

日
曜

・
土
曜

回

そ
の

他

雇
用

労
災

健
康

厚
生

④
人

年
月
～

年
月

人
円
～

円
：

～
：

日
曜

・
土
曜

回
そ

の
他

雇
用

労
災

健
康

厚
生

⑤
人

年
月
～

年
月

人
円
～

円
：

～
：

日
曜

・
土
曜

回
そ

の
他

雇
用

労
災

健
康

厚
生

募
集

地
域

都
道

府
県

又
は

地
域

募
集

人
員

募
集

従
事
者

氏
名

生
年

月
日

職
名

住
所

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日
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第1章2章参考資料 令和8年度特例要件・連携推進法人 ①認定・運営基準

①
認
定
・
運
営
基
準

②
制
度
施
行
Ｆ
Ａ
Ｑ

③
設
立
相
談
窓
口
一
覧

介護
障害

委託募集届出書記載要領

１ 届出者に関する事項

①「届出年月日」欄は、社会福祉連携推進法人が、公共職業安定所に届出書を提出する年月日

を記載する。

②「社会福祉連携推進法人の名称、住所、代表者氏名」欄は、届出を行う社会福祉連携推進法

人の名称、住所、代表者氏名を記載する。

２ 募集を委託する法人に関する事項

①「事業所名・所在地」欄は、募集を委託する法人名・主たる事務所の所在地を記載する。

②「従業員数」欄は、届出書を提出する月の前月末現在に在籍する法人の従業員総数を記載す

る。

３ 募集内容に関する事項

①「募集職種」欄は、募集する職種（例えば、社員の施設・事業所に従事する介護職員等）を

記載する。

②「雇用期間」欄は、雇用する予定の期間を記載する。

③「募集人員」欄は、募集人員を記載する。

④「賃金」欄は、年齢等に応じた初任給額（税込）を記載する。

⑤「就業時間」及び「休日」欄は、所定労働時間、週休制を記載し、該当するものを○で囲む

こと。

⑥「各種保険」欄は、加入している保険をそれぞれ○で囲むこと。

⑦「その他」欄は、賞与の有無・年間平均支給月数、残業の有無・月間平均時間、交代制勤

務、変形労働時間制等の有無・状況、宿舎の状況等を記載する。

４ 募集地域及び募集従事者等に対する事項

①「募集地域・募集人員」欄は、労働者を募集しようとする都道府県又は地域及びそれらに対

応する募集人員を記載する。

②「募集従事者」欄は、それぞれ募集従事者の氏名、生年月日、社会福祉連携推進法人におけ

る役職名、住所を記載する。
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別紙２様式

①
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介護
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（別紙２様式②） 

公共職業安定所長 殿

労働者募集報告

（（元号） 年度（ 月～ 月）分）

事 業 所 名 募 集 地 域 募集人員 本年度の採用人員 備考 

人 所管内 人 

人 所管内 人 

人 所管内 人 

人 所管内 人 

人 所管内 人 

人 所管内 人 

人 所管内 人 

合 計 人 人 

労働者募集状況を上記のとおり報告します。

（元号）○年○月○日

社会福祉連携推進法人の名称

住 所

代 表 者 氏 名

（労働者募集報告記載要領）

１「事業所名」欄は、社会福祉連携推進法人に募集の委託を行った事業所名を記載する。

２「募集地域」欄は、労働者を募集しようとする地域（委託募集届出書に記載した募集地域）を

記載する。

３「募集人員」欄は、当該地域における募集人員を記載する。

４「本年度の採用人数」欄は、募集地域を管轄する公共職業安定所管内における委託募集による

本報告に係る年度中の採用人員を記載する。

５「社会福祉連携推進法人の名称、住所、代表者氏名」欄は、募集を行う社会福祉連携推進法人

の名称、住所、代表者氏名を記載する。

（この報告は、委託募集の届出の受付を行った公共職業安定所長に提出すること。）
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第1章2章参考資料 令和8年度特例要件・連携推進法人 ②制度施行FAQ
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③
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談
窓
口
一
覧

介護
障害

問１　社会福祉連携推進法人（以下「連携推進法人」という。）制度創設の目的は何か。

１�．「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築に当たっては，社会福祉法人を始めとし
た多様な関係機関が，これまでに培われてきた専門性を発揮しながら連携し，地域住民の多様で複合
的な福祉ニーズに対応していくとともに，こうした連携を下支えするため，地域の在り方の変化を見
据え，将来にわたって持続可能な経営を確立していくことが求められている。

２�．これまで，このような法人間の連携は，個々の法人による自主的な連携や，社会福祉協議会を介し
た連携，合併・事業譲渡などが進められてきたところであるが，法人間の自主的な連携，社会福祉協
議会を介した連携では連携の度合いが弱く，一方で合併・事業譲渡では連携の度合いが強すぎ，中間
的な選択肢がないとの指摘があった。

３�．今般，「地域共生社会」も念頭に置きつつ，これらに加えた事業展開の新たな選択肢とする観点か
ら，連携推進法人を創設することとした。

４�．今後，全国各地で連携推進法人の活用を進めていくことにより，社会福祉法人を始め，同じ目的意
識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し，地域特性に応じた創意工夫ある新たなサービスの
創出や，福祉人材の確保とともにその働きやすい職場環境の整備，物資調達の効率化など，規模の大
きさを活かした多様な取組が促進され，地域福祉の一層の推進，社会福祉法人の経営基盤の強化に資
することが期待されるものである。

問�２　連携推進法人の設立により何ができるようになるのか。

１�．連携推進法人は，参画する社員の経営をバックアップすることを主たる目的とした，社会福祉法人
を始めとする福祉サービス事業者間の互助組織であり，
①�　地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援（以下「地域福祉支援業務」とい

う。）
②�　災害が発生した場合における社員が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保

するための支援（以下「災害時支援業務」という。）
③�　社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援（以下「経営支援

業務」という。）
④�　資金の貸付けを通じた社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援（以

下「貸付業務」という。）
⑤�　社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修
（以下「人材確保等業務」という。）

⑥�　社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給（以下「物資等供給業務」という。）
の全部又はいずれかの業務を行い，それぞれの業務の具体的内容については，関係法令・関係通達に
違反しない限り，各連携推進法人の創意工夫に基づき，多様な取組を自由に行うことができる。

２�．ただし，社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第132条第４項の規定により，連
携推進法人は社会福祉事業を行うことはできず，また，当該規定の趣旨を踏まえ，社会福祉を目的と
する福祉サービスについても原則として行うことはできないこととされているので留意されたい。

◎社会福祉法（昭和26年法律第45号）
（社会福祉連携推進法人の業務運営）

１．総論

②社会福祉連携推進法人制度の
施行に向けたFAQ（NO.2）

（令和５年３月22日社会・援護局福祉基盤課 事務連絡）
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第�132条　社会福祉連携推進法人は，社員の社会福祉に係る業務の連携の推進及びその運営の透明性の確保を図
り，地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資する役割を積極的
に果たすよう努めなければならない。
２�　社会福祉連携推進法人は，社会福祉連携推進業務を行うに当たり，当該一般社団法人の社員，理事，監事，職
員その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
３�　社会福祉連携推進法人は，社会福祉連携推進業務以外の業務を行う場合には，社会福祉連携推進業務以外の業
務を行うことによつて社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼさないようにしなければならない。
４�　社会福祉連携推進法人は，社会福祉事業を行うことができない。

問�３　連携推進法人は，社会福祉事業を実施できないこととされているが，地域住民を対象とした福
祉サービスを一切行うことはできないのか。

１�．連携推進法人は，参画する社員の経営をバックアップすることを主たる目的とするものであり，い
わば社員間の互助組織であることから，地域住民等に対する直接的なサービス提供は，原則として想
定していない。

２�．ただし，地域福祉支援業務においては，例外的に，地域の福祉ニーズを踏まえつつ，社員である社
会福祉法人等を支援する一環で，社会福祉を目的とする福祉サービス（社会福祉事業を除く。）であ
って，先駆的なものや地域における供給量が著しく不足するもの等を行う場合には，一定の要件を満
たす場合に，例外的に地域住民等に対するサービス提供を行うことができることとしている。

問�４　地域福祉支援業務は地域に根ざしたものであるのに対し，それ以外の業務はある程度，広域的
に取り組むイメージがあるが，同じ連携推進法人と言っても，地域的なものと広域的なものとタイ
プが異なるものが生じてもよいのか。

１�．社会福祉連携推進業務のうち，どの業務を行うかは，各連携推進法人の判断であることから，
①�　地域福祉支援業務等を中心に，市区町村域において分野を超えて様々な法人が連携支援を行うタ

イプ
②�　人材確保等業務等を中心に，都道府県域等において特定の分野の法人が広域的に連携するタイプ
等，当該連携推進法人の創意工夫に基づき，多様な運営形態で行われることが許容されるものと考え
ている。

２�．このため，連携推進法人が提供する多様な社会福祉連携推進業務を通じて，社会福祉法人等が多様
な支援を受けることができるよう，複数の連携推進法人の社員となることができることにしている。

問�５　連携推進法人の創設により，社会福祉法人の大規模化等が進み，小規模な法人の淘汰に繋がる
のではないか。

１�．連携推進法人は，参画する社員の法人の経営をバックアップするための業務を行う法人であり，ス
ケールメリットを活かしつつ，様々な支援を提供するものであることから，むしろ小規模な法人が経
営基盤を強化する上で，一つの手段となりうるものと考えている。

２�．他方，連携推進法人に参画するか否かは，各法人の判断であるとともに，脱退の自由も確保されて
いることから，小規模な法人の淘汰につながるものではないと考えている。

問�６　連携推進法人は，社会福祉事業を行うことはできないこととされているが，地域福祉支援業務
の中で，社会福祉事業には該当しない，有料老人ホーム等の入居系施設を運営することは可能か。

１�．連携推進法人は，社会福祉事業を行うことができず，社会福祉を目的とした福祉サービス事業につ
いても原則行うことはできないが，例外的に，地域の福祉ニーズを踏まえつつ，社員である社会福祉
法人等を支援する一環で，社会福祉を目的とする福祉サービス（社会福祉事業を除く。）であって，
先駆的なものや地域における供給量が著しく不足するもの等を行う場合については，次のア及びイの

２．地域福祉支援業務関係
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要件をいずれも満たせば，地域福祉支援業務に該当するものとして実施できる。
①�　連携推進法人と社員の両方が当該福祉サービスを提供していること
②�　連携推進法人から社員へのノウハウの移転等を主たる目的とするなど，連携推進法人が福祉サー

ビスを実施することが社員への支援に当たること
２�．ただし，これに該当する場合であっても，有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅等の入居系施

設を運営することは，多額の設備投資等を伴い，その結果，社員である法人の経営に大きな影響を及
ぼすおそれがあるとともに，連携推進法人の目的にも合致しないことから，連携推進法人としてこれ
らの入居系施設を運営することはできない。

問７　社員の利用者等に対する成年後見を行うことは可能か。

１．地域福祉支援業務として社員の利用者等に対して法人後見を行う場合は，
①�　連携推進法人が社員の利用者の法人後見を行うこと
②�　連携推進法人の社員が別の社員の利用者の法人後見を行い，当該連携推進法人が社員間の連絡調

整を行うこと
③�　連携推進法人の社員が当該社員の利用者の法人後見を行い，当該連携推進法人が後見監督人とな

ること
のいずれかが想定されるが，後見人等に選任されるか否かは各家庭裁判所が判断する事項となる。そ
のため，連携推進法人が初めて成年後見を行おうとする場合には，成年後見人選任に係る考慮要素

（※）を踏まえた上で，あらかじめ，各家庭裁判所に相談することが望ましい。

（※）成年後見人を選任するには，成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況，成年後見人となる者の職
業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無（成年後見人となる者が法人であるときは，その事業の種類
及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無），成年被後見人の意見その他一切の
事情を考慮しなければならない（民法（明治29年法律第89号）第843条第４項）。（詳細は，成年後見制度利用促
進専門家会議 第２回福祉・行政と司法の連携強化ワーキング・グループ資料２最高裁判所資料（令和３年９月９
日開催）を参照。）

問８　災害時支援業務において，災害派遣福祉チーム（DWAT）の派遣調整等を行うことは可能か。

１�．連携推進法人が，社員である法人から災害派遣福祉チーム（DWAT）のチーム員を登録させ，こ
れをチームとして編成の上，都道府県災害対策本部等と連携し，避難所等への派遣調整，移動手段，
宿泊先の確保等，チームへの後方支援等を行う災害福祉支援ネットワークの本部機能を担うことが考
えられる。

２�．こうした業務は，性質上，災害時支援業務の要件である「（社会福祉事業を経営する）社員が提供
する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援」には該当しないが，地域福
祉支援業務に該当するものとして，これを行うことが可能である。

問�９　経営支援業務については，経営コンサルティング，財政状況の分析，事務処理代行等とある
が，これらを実施できる人材の確保は，連携推進法人を設立したとしても難しいのではないか。

１�．連携推進法人として，必ずしも専門家を直接雇用する必要はなく，公認会計士や税理士等の専門家
に，社員を対象とした一定のコンサルティング業務を一括して委託する方法なども考えられる。

３．災害時支援業務関係

４．経営支援業務関係
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問�10　社員ではない者からの寄附を受け，当該寄附を原資に社員である社会福祉法人に対する貸付
けを行うことは可能か。

１．可能である。

問�11　社員ではない者からの寄附を受け，当該寄附を原資に社会福祉法人以外の社員に対する貸付
けを行うことは可能か。

１�．貸付業務については，法第125条第４号において，社会福祉法人である「社員が社会福祉事業に係
る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援」として定義されている。

２�．よって，御指摘のように社会福祉法人以外の社員を対象に貸付けを行う場合，貸付業務には該当せ
ず，また，貸金業法の適用を受けることから，連携推進法人が貸金業者としての登録を受けた上でこ
れを行う必要がある。

◎社会福祉法（昭和26年法律第45号）
（社会福祉連携推進法人の認定）
第�125条　次に掲げる業務（以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。）を行おうとする一般社団法人
は，第127条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。
一�　地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援
二�　災害が発生した場合における社員（社会福祉事業を経営する者に限る。次号，第５号及び第６号において同
じ。）が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援
三�　社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援
四�　資金の貸付けその他の社員（社会福祉法人に限る。）が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達
するための支援として厚生労働省令で定めるもの
五�　社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修
六�　社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給

問�12　連携推進法人に対する貸付けに当たっては，社員である社会福祉法人において法人本部拠点
を設置しなければならないこととされているが，サービス区分として法人本部を置いている場
合，当該貸付けを行うことはできないのか。

１�．社員である社会福祉法人から連携推進法人に対する貸付けについては，高い公益性を有する社会福
祉法人の資金が原資となっていることにかんがみ，当該貸付けの状況について，法人本部拠点におけ
る計算書類において積極的に情報公表を図る必要があるものであり，当該貸付けを行う場合は必ず拠
点として，法人本部を設置する必要がある。

問�13　社会福祉法人が連携推進法人に対し，貸付原資を提供するに当たっては，「直近３カ年度の本
部拠点の事業活動計算書における当期活動増減差額の平均額を上限」とすることとされている
が，新設の社会福祉法人であって３カ年度の経営実績がない場合は，どのように取り扱うべきか。

１�．直近３カ年度の経営実績がない社会福祉法人については，当該法人の経営状況を適切に評価するこ
とが困難であることから，貸付原資の提供は認められない。

問�14　社会福祉法人が連携推進法人に対し，貸付原資を提供するに当たっては，「直近３カ年度の本
部拠点の事業活動計算書における当期活動増減差額の平均額を上限」とすることとされている
が，法人本部を設置してから３カ年度の実績がない社会福祉法人の場合は，どのように取り扱うべ
きか。

１�．法人本部拠点を設置してから３カ年度の実績がない社会福祉法人については，法人本部の収支状況
を適切に評価することが困難であるとともに，単年度の繰入金等により，貸付原資の額の操作が容易

５．貸付業務関係
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に可能となることから，貸付原資の提供は認められない。

問�15　「貸付対象社員においては，借入金使用後，連携推進法人に対して，速やかに当該貸付金の使
用状況について報告を行うこと」とされているが，貸付金を事務所の毎月の賃貸料に充てているよ
うな場合，当該報告は毎月行う必要があるのか。

１�．当該報告は借入金の支出の都度行う必要はなく，定期的な支出を伴う使途に充てるような場合は，
連携推進法人とあらかじめ報告の周期を相談しておき，当該周期に従って報告を行えば足りる。

問16　貸付金の金利について，「高利でない適正な利率」とは，具体的にどの程度の水準を指すのか。

１�．利息制限法（昭和29年法律第100号）で規定する金額を超える利率であるなど，社会通念に照ら
し，著しく高利でない場合には，法人間の合意に委ねることとして差し支えない。

問�17　複数の貸付けを受けている場合，個別の貸付けが完了するごとに連携推進法人に報告すべき
か，あるいは，複数の貸付けの全てが終了したときのみとするのか，そのいずれとすべきか。

１．個別の貸付単位でその完了を報告することが必要である。

問�18　貸付事業の実施については，設立当初から実施することは認められないということで良いか。

１．所定の手続を経ていれば，設立当初から行うことも可能である。

問�19　貸付の実施にあたり，貸付原資提供社員は「長期貸付金」，貸付対象社員は「長期運営資金
（設備資金）」で，連携推進法人はその両方の科目で経理処理するということになるのか。

１�．貸付原資提供社員は，資金収支計算書の「社会福祉連携推進業務長期貸付金支出」から支出し，貸
付対象社員は，資金収支計算書の「社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入（社会福祉連携推
進業務設備資金借入金収入）」で受け入れることとなる。

２�．また，連携推進法人においては，貸付原資提供社員からの貸付原資について，資金収支明細書の
「社会福祉連携推進業務長期借入金収入」で受け入れ，これを「社会福祉連携推進業務長期貸付金支
出」で払い出す処理となる。

問�20　貸付原資を提供する社員や貸付けを受ける社員においては，理事会及び評議員会の決議が必
要とされ，定款の変更が必要となるが，当該定款変更はどのように行うべきか。

１�．貸付原資を連携推進法人に対して提供する場合及び連携推進法人から貸付けを受ける場合は，御指
摘のとおり理事会及び評議員会の承認が必要であることから，あらかじめ定款上の評議員会の決議事
項にこれを位置付ける必要がある。

２�．この場合，社会福祉法人定款例第10条の規定は次のとおりとなる。

（権限）
第10条　評議員会は，次の事項について決議する。
⑴理事及び監事＜並びに会計監査人＞の選任又は解任
⑵理事及び監事の報酬等の額
⑶理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
⑷計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
⑸定款の変更
⑹残余財産の処分
⑺基本財産の処分
⑻社会福祉充実計画の承認
⑼この法人が社員となる社会福祉連携推進法人が行う貸付業務への参画の承認
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⑽その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

問�21　人材確保等業務については，法第125条第５号において，「社員が経営する社会福祉事業の従
事者の確保のための支援」等を行うものと定義されているが，連携推進法人において就職セミナー
を行うような場合，その対象を社会福祉事業に従事することを希望する者のみに限定しなければな
らないのか。

１�．職員採用は，募集から採用までの間に，様々な要因により採用計画等に変更が生じるため，実際に
社会福祉事業に従事するかどうかを確約できるものではないことから，社会福祉事業も対象とした上
で御指摘のようなイベントを実施し，結果的に社会福祉事業以外に従事する者が生じることは差し支
えないものと考えている。

２�．なお，社会福祉事業以外の従事者に特化したイベントを行う場合には，人材確保等業務には該当せ
ず，その他業務として行われる必要がある。

◎社会福祉法（昭和26年法律第45号）
（社会福祉連携推進法人の認定）
第�125条　次に掲げる業務（以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。）を行おうとする一般社団法人
は，第127条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができ
る。
一〜四（略）
五　社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修
六　（略）

問�22　連携推進法人が社員の従業員の子どものみを対象に，企業内保育所を設置することは可能か。

１�．連携推進法人は，法第132条第４項の規定により，社会福祉事業を実施することはできないが，対
象者を社員の従業員の家族のみに限定して行われるサービスは，社会福祉事業ではなく，社員による
従業員への福利厚生の一環と整理できるため，人材確保等業務として実施可能である。

◎社会福祉法（昭和26年法律第45号）
（社会福祉連携推進法人の業務運営）
第132条
１〜３（略）
４　社会福祉連携推進法人は，社会福祉事業を行うことができない。

問�23　連携推進法人が，当該法人の運営のために徴収した会費により委託募集を行う場合，当該会
費は職業安定法（昭和22年法律第141号）第36条第２項の報酬に該当し，報酬の額について厚生
労働大臣の認可を受けなければならないのか。

１�．通常，連携推進法人に当該法人の社員がその運営のために支払う会費については，厚生労働大臣の
認可を要する委託募集に係る報酬ではないものと考えられるが，詳しくは，所管の都道府県労働局に
お尋ねいただきたい。

◎職業安定法（昭和22年法律第141号）
（委託募集）
第�36条　労働者を雇用しようとする者が，その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようと
するときは，厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
２�　前項の報酬の額については，あらかじめ，厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
３�　労働者を雇用しようとする者が，その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させよ
うとするときは，その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

６．人材確保等業務関係
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問�24－１　物資等供給業務については，法第125条第６号において，「社員が経営する社会福祉事業
に必要な設備又は物資の供給」を行うものと定義されているが，社会福祉事業以外に必要な設備又
は物資の供給は一切認められないのか。

１�．「社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資」とは，社会福祉事業に係る福祉サービスの
提供に当たって直接的に必要となる設備又は物資に限らず，間接業務を含め，法人運営に必要な設備
又は物資を広く対象として差し支えない。

◎社会福祉法（昭和26年法律第45号）
（社会福祉連携推進法人の認定）
第�125条　次に掲げる業務（以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。）を行おうとする一般社団法人
は，第127条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができ
る。
一〜五（略）
六　社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給

問�24－２　物資調達にあたり，連携推進法人が社員の契約をとりまとめて契約代行を行う場合に
は，物資等供給業務に該当するのか。

１�．連携推進法人が契約の代行を行い，間接的に物資の供給を行う場合であっても，物資等供給業務と
して差し支えない。

問�25　地域福祉支援業務では，「連携推進法人が多額の設備投資等を必要とする有料老人ホームやサ
ービス付き高齢者住宅等の入居系施設を運営することは，地域福祉支援業務には該当しない」とさ
れているが，物資等供給業務において，各社員の施設へ給食を提供するために，新たに共同の給食
センターを建設して給食提供を行うことは可能か。この場合，連携推進法人としての給食センター
の新規建設は認められず，あくまでも，社員の運営する施設厨房等を利用するなど，既存施設での
実施に限定されるのか。

１�．連携推進法人は，社員の経営のバックアップが主たる目的であることから，地域福祉支援業務の中
で御指摘のような施設の運営は該当しないものとしている一方，物資等供給業務における給食施設の
運営については，社員の経営のバックアップに当たり得ることから，例外的に可能とするものである。

２�．ただし，一定の設備投資等を必要とすることには代わりがなく，これらの費用は会費等により賄う
必要があることから，給食センターの新規建設による費用対効果等について連携推進法人の内部で十
分に検討することが必要である。

問�26　連携推進法人の業務に従事する職員について，連携推進法人として雇用することは可能か。

１．可能である。
２．この場合，社員から徴収した会費等により，当該職員に係る人件費を賄うこととなる。

問�27　連携推進法人の認定申請をする場合には，社会福祉連携推進方針等の決定が必要なことか
ら，認定申請前に「社会福祉連携推進評議会」は必ず設置され，開催されなければならないという
理解でよいか。

１�．認定申請前に社会福祉連携推進評議会の構成員が委嘱されていることは必要であるが，実際の評議

７．物資等供給業務関係

８．連携推進法人の業務運営関係
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会の開催までは必ずしも必要ない。
２．通常は，認定した年度の決算期において，当該年度の事業評価等を行うこととなると考えられる。

問�28　地方自治体と連携推進法人が実効上の連携を図ることを妨げるものではないとされている
が，「実効上の連携」の想定される具体例は何か。

１�．地方自治体が，例えば給食業務など，特定の役務の提供を連携推進法人に委託することなどが想定
される。

２�．なお，社員以外の者に対する役務の提供は，社会福祉連携推進業務ではなく，「その他業務」に位
置付けられることに留意されたい。

問�29　連携推進法人の運営に当たって，最低限必要な予算の定めはあるのか。

１�．連携推進法人の運営に必要な予算は，その行う業務内容や規模，社員の数などによって異なるもの
であり，一律に最低限必要な予算額を定める考えはない。

問��30　理事の資格である「社会福祉連携推進業務に識見を有する者」は，何をもって判断するのか。

１�．社会福祉法人や福祉サービスの経営に従事した経験を有していること，あるいは社会福祉連携推進
業務の各業務に関連する知識や経験を有していることが履歴書等から確認できれば，これをもって足
りるものと考えている。

問�31　連携推進法人は最低いくつの社員が集まれば設立できるのか。

１�．連携推進法人の認定に当たっては，２以上の法人が社員として参画し，その過半数が社会福祉法人
であることが必要である。

２�．このため，社会福祉法人のみが社員となる場合の最小数は２，社会福祉法人に加え，社会福祉法人
以外のNPO等の法人が社員として参画する場合の最小数は３となる。

問�32　社員には，「社会福祉を目的とする福祉サービス事業を経営する法人」が参画できることとさ
れているが，具体的にどのような事業が含まれるのか。

１�．「社会福祉を目的とする福祉サービス事業」については，社会福祉事業以外の事業であって，福祉
的な支援を必要とする者に対し，一定のサービスを提供する事業をいい，「社会福祉法人の認可につ
いて」（平成12年12月１日付障発第890号，社援発第2618号，老発第794号，児発第908号社会・援護局
長等通知）別紙第一の２の⑵のアからキまでに掲げる社会福祉法人が行う公益事業に相応する事業を
いうものである。
（参考）「社会福祉法人の認可について」（平成12年12月１日付障発第890号，社援発第2618号，老発第794号，
児発第908号社会・援護局長等通知）別紙第一の２の⑵（抜粋）
ア�　必要な者に対し，相談，情報提供・助言，行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う
等の事業
イ�　必要な者に対し，入浴，排せつ，食事，外出時の移動，コミュニケーション，スポーツ・文化的活動，就
労，住環境の調整等（以下「入浴等」という。）を支援する事業
ウ�　入浴等の支援が必要な者，独力では住居の確保が困難な者等に対し，住居を提供又は確保する事業
エ�　日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
オ�　入所施設からの退院・退所を支援する事業

９．理事の資格関係

10．社員関係
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カ�　子育て支援に関する事業
キ�　福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業

２�．具体的な事業内容については，「社会福祉法人の認可について」（平成12年12月１日付障企第59号，
社援企第35号，老計第52号，児企第33号社会・援護局企画課長等通知）別紙第一の２を踏まえ，
①�　法第２条第４項第四号に掲げる事業（いわゆる事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に

含まれない事業）
②�　介護保険法（平成９年法律第123号）に規定する居宅サービス事業，地域密着型サービス事業，

介護予防サービス事業，地域密着型介護予防サービス事業，居宅介護支援事業，介護予防支援事
業，介護老人保健施設，介護医療院を経営する事業又は地域支援事業を市区町村から受託して実施
する事業

③�　有料老人ホームを経営する事業
④�　高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第５条第１項に規定するサービス

付き高齢者向け住宅事業（③を除く。）
⑤�　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）第８条

に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業
などが考えられる。

３�．また，各地域においては，地域住民の多様なニーズを踏まえ，様々な事業主体により，その創意工
夫に基づく，多様な福祉サービスが実践されていることから，当該地域における福祉ニーズに対応し
た福祉サービス事業を経営する法人として，当該連携推進法人の理事会において承認（定款におい
て，社員の資格取得につき社員総会の承認が必要とされている場合にあっては，社員総会の承認）を
受けたものについても，社員に参画できるものとする。

問�33　社員には，「社会福祉事業等従事者を養成する機関」が参画できることとされているが，社会
福祉事業等とは具体的にどのような事業が含まれるのか。

１�．「社会福祉事業等従事者」は，法第89条に規定される「社会福祉事業等従事者」と同様であり，社
会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第24条の規定のとおり，社会福祉事業及び次の①から⑨ま
でに掲げる事業であって社会福祉事業以外のものをいうものである。
①�　介護保険法第８条第１項に規定する居宅サービス事業
②�　介護保険法第８条第14項に規定する地域密着型サービス事業
③�　介護保険法第８条第24項に規定する居宅介護支援事業
④�　介護保険法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス事業
⑤�　介護保険法第８条の２第16項に規定する介護予防支援事業
⑥�　介護保険法第８条第28項に規定する介護老人保健施設を経営する事業
⑦�　介護保険法第８条第29項に規定する介護医療院を経営する事業
⑧�　介護保険法第115条の45第１項第一号に規定する第一号事業
⑨�　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第８条第26項に
規定する介護療養型医療施設を経営する事業

◎社会福祉法（昭和26年法律第45号）
（基本指針）
第�89条　厚生労働大臣は，社会福祉事業の適正な実施を確保し，社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目
的とする事業（以下この章において「社会福祉事業等」という。）の健全な発達を図るため，社会福祉事業等に従
事する者（以下この章において「社会福祉事業等従事者」という。）の確保及び国民の社会福祉に関する活動への
参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めなければならない。
２〜４（略）
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問�34　「社会福祉連携推進法人の認定等について」（令和３年11月12日付社援発1112第１号厚生労
働省社会・援護局長通知）別添の「社会福祉連携推進法人認定・運営基準」（以下「社会福祉連携
推進法人認定・運営基準」という。）第４の５に，「社会福祉事業を経営する法人は，その提供する
福祉サービスに係る業務を行うに当たり，その所属する社会福祉連携推進法人の社員である旨を明
示しておかなければならない」とあるが，「明示」の方法とはどのようなものか。

１�．社会福祉連携推進法人の社員である旨の明示は，利用者のサービス選択に資する目的のほか，広く
国民一般に対し，当該法人が会費等を負担しつつ，社会福祉連携推進業務に参画し，地域福祉の推進
等に貢献していることをPRする上で有効であることから，法人の書類等に網羅的に記載を求めるも
のではなく，最も不特定多数の者の目に触れ得る媒体であるホームページやパンフレット等において
行うことで足りるものである。

２�．なお，これに加え，社会福祉法人については，令和４年12月26日付けで「社会福祉法人が届け出る
「事業の概要等」等の様式について」（平成29年３月29日雇児発0329第６号，社援発0329第48号，老発
0329第30号厚生労働省社会・援護局長等連名通知）を改正し，法人現況報告書の記載事項に加えたの
で留意されたい。

問�35　議決権については，１の社員に対し，総数の半数を超える議決権を配分しないこととされて
いるが，社員が10の連携推進法人において，社員A，Bに対し，総数の半数を超える議決権の配分
（例えばA，Bにそれぞれ３の議決権を付与するような場合）を行うことは可能か。

１�．御指摘のような議決権の配分については，A，Bの合意によって常に決議が可能となることから，
社員総会における民主的な議論が阻害されるおそれが強い。

２�．よって，社会福祉連携推進法人認定・運営基準第３の２⑵②エに規定する「特定の少数の社員にお
いて過半数の議決権が寡占状態にある」ものに該当することから，御指摘のような配分は認められな
い。

問36　議決権については，社員の法人の関係者であれば誰が行使しても良いのか。

１�．議決権については，社員である法人の代表者がこれを行使する場合，当該代表者が有する代表権の
範囲内で行われる行為であることから，法人そのものが議決権を行使することに該当するものと解さ
れる。

２�．他方，代表者以外の関係者が議決権を行使しようとする場合には，当該議決権行使の内容につき，
あらかじめ社員である法人の理事会において議決を経ている必要があるとともに，一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。）第50条第１項の規
定に基づき，代表者から代理権が付与されていることが必要となる。

３�．なお，代理権を付与する場合には，当該代理権を証する書類を連携推進法人に提出しなければなら
ない。

◎一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）
（議決権の代理行使）
第�50条　社員は，代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては，当該社員又は代理人
は，代理権を証明する書面を一般社団法人に提出しなければならない。
２�　前項の代理権の授与は，社員総会ごとにしなければならない。
３�　第１項の社員又は代理人は，代理権を証明する書面の提出に代えて，政令で定めるところにより，一般社団法
人の承諾を得て，当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において，当
該社員又は代理人は，当該書面を提出したものとみなす。
４�　社員が第39条第３項の承諾をした者である場合には，一般社団法人は，正当な理由がなければ，前項の承諾を
することを拒んではならない。
５�　一般社団法人は，社員総会の日から３箇月間，代理権を証明する書面及び第３項の電磁的方法により提供され

11．議決権関係
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た事項が記録された電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
６�　社員は，一般社団法人の業務時間内は，いつでも，次に掲げる請求をすることができる。この場合において
は，当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一�　代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
二�　前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
７�　一般社団法人は，前項の請求があったときは，次のいずれかに該当する場合を除き，これを拒むことができない。
一�　当該請求を行う社員（以下この項において「請求者」という。）がその権利の確保又は行使に関する調査以外
の目的で請求を行ったとき。
二�　請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ，又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三�　請求者が代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省
令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報する
ため請求を行ったとき。
四�　請求者が，過去２年以内において，代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録
に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利
益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

問�37　社会福祉法人については，その資産について，対価性のない法人外流出が禁止されている
が，これに照らし，連携推進法人に対して会費を支出することは不適当ではないのか。

１�．社会福祉法人が会費を支出することについては，連携推進法人の社員となることにより，社会福祉
連携推進業務等を通じて様々な支援を受けることが可能となり，この点，一定の対価性が認められる
ものであることから，法人外流出には当たらないと解される。

問38　連携推進法人が徴収する会費等に上限はあるのか。

１�．会費等の徴収に当たっては，その金額等について一律の基準を定めるものではないが，連携推進法
人のガバナンスの下，会費等の徴収について定款に根拠を置くとともに，その金額等については社員
総会での議決を必要としており，民主的な意思決定の下で設定される仕組みとしている。

問�39　法第125条に規定する所轄庁（以下「認定所轄庁」という。）は，連携推進法人の行う事業の
区域に応じて，都道府県又は市となるが，ここでいう「行う事業の区域」とはどのように判断する
のか。

１�．連携推進法人が行う業務の一義的な受益者は，社員である法人となることから，連携推進法人の
「行う事業の区域」については，社員の法人の主たる事務所の所在地が属する市区町村を基本として
定めることとしている。

◎社会福祉法（昭和26年法律第45号）
（社会福祉連携推進法人の認定）
第�125条　次に掲げる業務（以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。）を行おうとする一般社団法人
は，第127条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができ
る。
一〜六（略）

問�40　新たな社員の加入により，「連携推進法人の行う事業の区域」が変更となり，認定所轄庁が市
から県に変わる場合，社会福祉連携推進方針の変更は，市又は県のいずれに申請すべきか。

１�．御指摘のような場合の社会福祉連携推進方針の変更は，県に申請を行うこととする。

12．会費等の取扱い関係

13．認定所轄庁関係
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２�．県において当該変更に係る認定を行うと同時に，当該連携推進法人の所管は市から県に移管される
こととなる。

３�．当該事例のような認定所轄庁の変更が生じる場合には，市と県とが連絡を密に行い，連携して対応
するとともに，関係文書の引継ぎ等移管に係る事務処理に遺漏のないよう対応されたい。

問�41　事業の区域の変更を伴う社会福祉連携推進方針の変更に併せて，定款の変更を行う場合，法
第139条第３項において「社会福祉連携推進認定をした所轄庁」に申請を行うこととされているこ
とから，社会福祉連携推進方針の変更は県，定款の変更は市に申請を行うべきか。

１�．県において社会福祉連携推進方針の変更に係る認定を行うのと同時に，当該連携推進法人の所管は
市から県に移管され，これにより，「社会福祉連携推進認定をした所轄庁」の地位も県に承継される
ものと解される。

２�．したがって，事業の区域の変更を伴う社会福祉連携推進方針の変更に併せて，定款の変更を行う場
合の当該定款変更の申請については，県に対して行うものとする。

◎社会福祉法（昭和26年法律第45号）
（定款の変更等）
第�139条　定款の変更（厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）は，社会福祉連携推進認定をした所轄庁
（以下この章において「認定所轄庁」という。）の認可を受けなければ，その効力を生じない。
２�　認定所轄庁は，前項の規定による認可の申請があつたときは，その定款の内容が法令の規定に違反していない
かどうか等を審査した上で，当該定款の認可を決定しなければならない。
３�　社会福祉連携推進法人は，第１項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは，遅滞なくその
旨を認定所轄庁に届け出なければならない。
４�　第34条の２第３項の規定は，社会福祉連携推進法人の定款の閲覧について準用する。この場合において，同項
中「評議員」とあるのは，「社員」と読み替えるものとする。

問�42　連携推進法人の代表理事について，「代表理事の選定及び解職は，認定所轄庁の認可を受けな
ければ，その効力を生じない。（法第142条）」とあるが，所轄庁の認可日が代表理事の就任日にな
るということか。また，理事会又は社員総会での代表理事決定日と所轄庁の認可日にはタイムラグ
が生じると考えられるが，その間，法人代表者は不在ということか。

１�．所轄庁の認可日が代表理事としての就任日となる。
２�．よって，御指摘のとおり，代表理事の選任日から所轄庁の認可日までの間は，代表理事の対外的な

代表権を主張することはできないことから，こうしたタイムラグをできるだけ極小化するためにも，
あらかじめ認定所轄庁と十分な協議をしておくことが望ましい。

◎社会福祉法（昭和26年法律第45号）
（代表理事の選定及び解職）
第142条　代表理事の選定及び解職は，認定所轄庁の認可を受けなければ，その効力を生じない。

問�43　社会福祉連携推進法人認定・運営基準第５の９において，「代表理事の選定及び解職は，認定
所轄庁の認可を受けなければ，その効力を生じない」とあり，また，任期満了による退任の場合
は，申請不要とされているが，
①　任期満了後に新任の代表理事を選定する場合
②　任期満了後に前任の代表理事を改めて選定（再任）する場合
は，いずれも認定所轄庁の認可が必要ということで良いか。
　また，代表理事の任期途中の自発的辞任又は死亡の場合はどうか。

１�．代表理事の選定については，貴見のとおり。
２�．また，ここでいう「解職」とは，理事会等における権限の発動（解職決議）による代表理事の中途

解任を言うものであり，御指摘のような自発的辞任や死亡の場合は含まれず，この場合，新たな代表
理事の選定の認可のみ必要となる。
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問�44　社会福祉連携推進業務を実施する区域（以下「社会福祉連携推進区域」という。）は，今後，
社員を募集することを見越して，社員の法人の主たる事務所の所在地以外が属する市区町村を含め
て設定することは可能か。

１�．社会福祉連携推進区域については，認定所轄庁の区分を判断する際の「その行う事業の区域」と一
致するものとしていることから，当該連携推進法人に現に参画する社員の主たる事務所の所在地を基
準に判断することとなる。

２�．このため，社会福祉連携推進区域は，今後の社員募集等を見越して，現に参画する社員の主たる事
務所の所在地の属する市区町村の範囲を超えて設定することはできない。

３�．また，社員が増減する場合には，社会福祉連携推進方針における社員の変更とともに，社会福祉連
携推進区域の変更が必要となる。

問�45　社員が脱退した場合，社会福祉連携推進区域は，これを狭めるための社会福祉連携推進方針
の変更を行うべきか。

１�．社会福祉連携推進区域は，社員の主たる事務所の所在地が属する市区町村を単位に設定することを
基本としていることから，当該社員の脱退により，その主たる事務所の所在地が属する市区町村内に
他の社員がいなくなった場合を除き，社会福祉連携推進方針における社会福祉連携推進区域の変更は
不要である。

２�．ただし，当該社員の脱退により，その主たる事務所の所在地が属する市区町村内に他の社員がいな
くなった場合には，社会福祉連携推進区域の変更が必要となるが，当該社会福祉連携推進方針の変更
は，社員総会における決議を要することから，直近の定時社員総会までの間は，当該変更が猶予され
るものとし，必ずしも臨時社員総会を開催する必要はないこととする。

３�．その際，直近の定時社員総会までに，当該市区町村内において，新たに他の社員が参画する場合
は，社会福祉連携推進区域を狭めるための社会福祉連携推進方針の変更は不要である。

問�46　定款の作成に当たって，「社会福祉連携推進法人定款例」と一言一句同じにしなければならな
いのか。

１�．「社会福祉連携推進法人定款例」はあくまで一例であり，一言一句，定款例と同じ文言を使う必要
はないが，少なくとも定款において定めることが必要な事項が記載され，当該内容が関係法令に沿っ
たものとなっていることが必要である。

問�47　当面行う予定はないが，将来的に行う予定のある業務を定款に規定しておくことは可能か。

１�．連携推進法人の認定は，現に行うこととしている業務を前提に行われるものであることから，定款
に規定される業務については，少なくとも認定申請時に提出される事業計画に盛り込まれていること
が必要である。

２�．なお，後発的事象により，長期に渡り，定款に規定される業務が実施できていない場合には，認定
所轄庁が行う指導監査等において，定款変更を指導することとなる。

14．社会福祉連携推進区域関係

15．定款例関係
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問�48　連携推進法人は法人税法（昭和22年法律第28号）に規定する非営利型法人に該当するのか。
また，非営利型法人に該当する場合，どのような税制優遇があるのか。

１�．法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人については，公益法人を除く，一般社団法人又
は一般財団法人のうち，
①�　その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であっ

てその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの（＝非営利徹底型）
②�　その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であっ

てその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの（＝共益型）
のいずれかとして定義されている。

２�．連携推進法人がこれらの非営利型法人に該当する場合は，法人税法第７条の規定に基づき，収益事
業から生じた所得以外の所得に対しては，法人税は非課税となる。

３�．なお，非営利型法人に該当するための定款の取扱い等については，「法人税法第２条第九号の二に
規定する非営利型法人の要件を満たす社会福祉連携推進法人の定款の取扱い等について」（令和３年
11月12日付社援基発1112第３号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知）を参照されたい。

◎法人税法（昭和40年法律第34号）
（定義）
第２条　この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。
一〜九（略）
九�の二　非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人（公益社団法人又は公益財団法人を除く。）のうち，次に
掲げるものをいう。
イ�　その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事
業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
ロ�　その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事
業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの

十〜四十四（略）

（内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税）
第�７条　内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外
の所得については，第５条（内国法人の課税所得の範囲）の規定にかかわらず，各事業年度の所得に対する法人
税を課さない。

問�49－１　一般社団法人が，従来から公益法人会計基準を適用してきたところ，X１年10月１日に
連携推進法人の認定を受けた。この場合，認定を受けた会計年度の期首（X１年４月１日）から認
定を受けた日の前日（X１年９月30日）までの期間について社会福祉連携推進法人会計基準を適用
することになるのか。

１�．連携推進法人として認定を受けた一般社団法人は，法第138条第２項の規定により，読み替えて適
用される一般法人法第123条第１項の規定に基づき，社会福祉連携推進認定を受けた日における会計
帳簿に基づく貸借対照表（以下「認定日貸借対照表」という。）を作成する必要があるが，認定日貸
借対照表の作成に当たり，認定を受けた会計年度の期首（X１年４月１日）から認定を受けた日の前
日（X１年９月30日）までの期間に対して，社会福祉連携推進法人会計基準を適用することを妨げる
ものではない。

２�．なお，当該期間に対して社会福祉連携推進法人会計基準を適用した場合であっても，認定を受けた
日以降の連携推進法人の計算書類において会計監査人の設置義務の有無を判断することとなる。

16．非営利型法人税制関係

17．社会福祉連携推進法人会計基準関係
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◎社会福祉法第138条第２項の規定により読み替えて適用される一般法人法第123条
（計算書類等の作成及び保存）
第�123条　社会福祉連携推進法人は，厚生労働省令で定めるところにより，社会福祉法第126条第１項に規定する
社会福祉連携推進認定を受けた日における貸借対照表を作成しなければならない。
２�　社会福祉連携推進法人は，厚生労働省令で定めるところにより，各事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び
損益計算書をいう。以下この款において同じ。）及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならな
い。
３�　計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は，電磁的記録をもって作成することができる。
４�　社会福祉連携推進法人は，計算書類を作成した時から10年間，当該計算書類及びその附属明細書を保存しなけ
ればならない。

問�49－２　問49ー１の場合において，当該法人が定款の定めによる会計監査人設置連携推進法人で
ある場合，認定を受けた会計年度の期首（X１年４月１日）から認定を受けた日の前日（X１年９
月30日）までの期間についても会計監査を行わなければいけないのか。

１�．認定を受けた会計年度の期首（X１年４月１日）から認定を受けた日の前日（X１年９月30日）ま
での期間については，連携推進法人としての会計監査の対象とはならない。

問�50－１　連携推進法人には，会計方針の開示，会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
（企業会計基準第24号平成21年12月４日（改正令和２年３月31日）企業会計基準委員会）は適用
されるのか。

１�．社会福祉連携推進法人会計基準では，「会計方針の開示，会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会
計基準」が適用されず，過去の計算書類に遡及して訂正する処理等を求めるものではない。

２�．なお，過去の計算書類において誤謬等が発見された場合には，過去の計算書類の遡及修正は行わ
ず，誤謬等が判明した年度に処理するものとする。

問�50－２　社会福祉法人の契約等の取扱いについては，「社会福祉法人における入札契約等の取扱い
について」（平成29年３月29日雇児総発0329第１号，社援基発0329第１号，障企発0329第１
号，老高発0329第３号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長等連名通知。以下「入札通知」とい
う。）により示されているが，当該通知は，連携推進法人が行う契約については適用されないのか。

１�．連携推進法人は，社会福祉事業を行うことができず，直接的に補助金等の公費による運営形態では
ないことから，社会福祉法人のような規制は存在しない。

２�．しかしながら，連携推進法人の業務運営に係る費用は，社員である社会福祉法人の会費等により賄
われるものであることから，連携推進法人の契約の取扱いについても，入札通知（連携推進法人は社
会福祉事業を行うことができず，施設整備に関する契約が想定されないため，施設整備に係る規定を
除く。）に準じたものとなるよう，契約について職員に委任する場合の委任の範囲や随意契約に関す
る基準等について経理規程に定められたい。

問�51　社会福祉法人として社会福祉充実残額が発生した場合，社会福祉充実計画として「連携推進
法人に対する資金の拠出」という計画は認められるのか。

１�．社会福祉充実計画については，社会福祉事業等の事業の実施に関する計画であり，従来からの取扱
いのとおり，対象が連携推進法人であったとしても，単なる資金の拠出のみでは事業とは言えず，社
会福祉充実計画としては認められない。

18．その他
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問�52　法第144条により準用される法第59条の届出は，例えば４月１日に連携推進法人の認定を受
けた場合，当該年度においても届出が必要となるのか。

１�．法第144条により準用される第59条の規定による届出については，「毎会計年度終了後」としている
ことから，認定年度の翌年度から行うこととなる。

◎社会福祉法第144条の規定により準用される第59条
（所轄庁への届出）
第�59条　社会福祉連携推進法人は，毎会計年度終了後３月以内に，厚生労働省令で定めるところにより，次に掲げ
る書類を認定所轄庁に届け出なければならない。
一　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第129条第１項に規定する計算書類等
二　第138条第１項において準用する第45条の34第２項に規定する財産目録等

問�53　法第144条により準用される法第59条の２の規定によれば，定款変更があった場合にのみ公
表義務が課されているが，認定時の定款は公表しなくてもよいのか。

１�．社会福祉連携推進認定を受けた場合には，定款中の「一般社団法人」の名称を「社会福祉連携推進
法人」に改める定款変更が必要となるものであり，これにより，法第144条により準用される第59条
の２第１項第１号の規定による定款の公表義務が課されることになる。

２�．なお，当該認定を受けた際には，社会福祉連携推進法人認定・運営基準第４の11の規定により，社
会福祉連携推進方針についても公表義務が課されることとなるので，留意されたい。

◎社会福祉法第144条の規定により準用される第59条の２
（情報の公開等）
第�59条の２　社会福祉連携推進法人は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，遅滞なく，厚生労働省令で定めると
ころにより，当該各号に定める事項を公表しなければならない。
一�　第139条第１項の認可を受けたとき，又は同条第３項の規定による届出をしたとき　定款の内容
二�　第138条第１項において準用する第45条の35第２項の承認を受けたとき　当該承認を受けた報酬等の支給の
基準
三�　前条の規定による届出をしたとき　同条各号に掲げる書類のうち厚生労働省令で定める書類の内容

問�54　連携推進法人が国外において活動を行うことは可能か。

１�．連携推進法人が国外で活動を行うことに特段の規制はないが，連携推進法人の業務運営に係る費用
は，社員である社会福祉法人の会費等により賄われるものであることに鑑みると，テロ資金供与の活
動に巻き込まれることのないように留意しつつ，社会福祉法人に準じた一定の制約の下で行われるべ
きものと考えられる。

２�．そのため，運営の透明性の向上を図る観点から，連携推進法人が国外で活動を行った場合には，
「社会福祉連携推進法人の情報の公表等について」（令和４年10月18日社援発1018第４号社会・援護局
長通知）別紙「法人現況報告書」13．前会計年度における事業等の概要の該当する業務の内容欄に，
前年度に国外で実施した活動について，国外で実施した旨を明示した上で，活動内容及び実施国を記
載されたい。
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③社会福祉連携推進法人の設立相談について（窓口一覧）
（令和８年３月掲載・厚生労働省ホームページより）

No 都道府県 部（局） 課（室） 係 電話番号

１ 北海道 保健福祉部福祉局 地域福祉課 法人運営係 011-204-5268

２ 青森県 健康福祉部 健康福祉政策課 地域福祉推進G 017-734-9281

３ 岩手県 保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当 019-629-5438

４ 宮城県 保健福祉部 社会福祉課 団体指導班 022-211-2516

５ 秋田県 健康福祉部 福祉政策課 監査班 018-860-1316

６ 山形県 健康福祉部 地域福祉推進課 地域福祉・人権擁護担当 023-630-2268

７ 福島県 保健福祉部 福祉監査課 024-521-7324

８ 茨城県 福祉部 福祉政策課 地域福祉係 029-301-3157

９ 栃木県 保健福祉部 指導監査課 子育て事業担当 028-623-3563

10 群馬県 健康福祉部 健康福祉課 地域福祉係 027-226-2518

11 埼玉県 福祉部 社会福祉課 社会福祉担当 048-830-3221

12 千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 法人指導班 043-223-2351

13 東京都 福祉保健局 指導監査部指導調整課 社会福祉法人担当 03-5320-4044

14 神奈川県 福祉子どもみらい局 地域福祉課 法人監査グループ 045-210-4819

15 新潟県 福祉保健部 福祉保健総務課 企画調整室（地域福祉担当） 025-280-5176

16 富山県 厚生部 厚生企画課 地域共生福祉係 076-444-3197

17 石川県 健康福祉部 厚生政策課 法人班 076-225-1413

18 福井県 健康福祉部 地域福祉課 福祉指導監査グループ 0776-20-0322

19 山梨県 福祉保健部 福祉保健総務課 055-223-1443

20 長野県

健康福祉部

健康福祉政策課 企画調整係 026-235-7093

地域福祉課 地域支援係 026-235-7114

介護支援課 施設係 026-235-7113

障がい者支援課 施設支援係 026-235-7149

保健・疾病対策課 心の健康支援係 026-235-7109

県民文化部
こども・家庭課 保育係 026-235-7098

こども・家庭課
児童相談・養育支援室 026-235-7099

○�　社会福祉連携推進法人は，認定所轄庁※において認定されます。設立を検討する場合は，各認定所
轄庁にご相談の上，設立準備を行っていただくようお願いいたします。

（※�）社会福祉法第131条において準用する第30条に定める所轄庁。主たる事務所の所在地の都道府県知事（主たる事
務所が市の区域内であってその行う事業が当該市の区域を越えない場合は市長，主たる事務所が指定都市の区域内
であってその行う事業が１の都道府県の区域内において２以上の市町村の区域にわたる場合は指定都市の長）

○　以下に，認定所轄庁のうち，各都道府県の窓口の一覧をお示ししますので，ご活用ください。
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No 都道府県 部（局） 課（室） 係 電話番号

21 岐阜県 健康福祉部 健康福祉政策課 社会福祉法人監査係 058-272-8263

22 静岡県 健康福祉部福祉長寿局 福祉指導課 法人児童指導班 054-221-2324

23 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室 法人監査グループ 052-954-6260

24 三重県 子ども・福祉部 福祉監査課 法人監査班 059-224-2258

25 滋賀県 健康医療福祉部 健康福祉政策課 指導監査係 077-528-3516

26 京都府 健康福祉部 地域福祉推進課 福祉人材・法人指導係 075-414-4678

27 大阪府 福祉部 地域福祉推進室
福祉人材・法人指導課 法人指導グループ 06-6944-7084

28 兵庫県 福祉部 総務課 法人監査指導班 078-362-3185

29 奈良県

福祉医療部
地域福祉課 地域福祉推進係 0742-27-8503

障害福祉課 総務・施設係 0742-27-8514

福祉医療部医療・介護
保険局 介護保険課 施設整備係 0742-27-8534

福祉医療部医療政策局 疾病対策課 精神保健係 0742-27-8683

文化・教育・くらし創
造部こども・女性局

奈良っ子はぐくみ課 保育係 0742-27-8604

こども家庭課 児童虐待対策係 0742-27-8605

30 和歌山県 福祉保健部福祉保健政
策局 福祉保健総務課 社会福祉・援護班 073-441-2475

31 鳥取県 福祉保健部ささえあい
福祉局 福祉監査指導課 法人指導担当 0857-26-7143

32 島根県 健康福祉部 地域福祉課 福祉基盤・指導監査スタッフ 0852-22-5253

33 岡山県 保健福祉部 保健福祉課 指導監査室 086-226-7918

34 広島県 健康福祉局 医療介護基盤課 法人指導・老人福祉
施設グループ 082-513-3149

35 山口県 健康福祉部 厚政課 地域保健福祉班 083-933-2724

36 徳島県 保健福祉部 保健福祉政策課 地域共生・援護担当 088-621-2938

37 香川県 健康福祉部 健康福祉総務課 生活福祉・法人指導グループ 087-832-3257

38 愛媛県 保健福祉部社会福祉医
療局 保健福祉課 企画係 089-912-2383

39 高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課 企画調整係 088-823-9630

40 福岡県 福祉労働部 福祉総務課 地域福祉係 092-643-3243

41 佐賀県 健康福祉部 社会福祉課 監査担当 0952-25-7053

42 長崎県 福祉保健部 福祉保健課 地域福祉班 095-895-2416

43 熊本県 健康福祉部長寿社会局 社会福祉課 指導監査班 096-333-2196

44 大分県 福祉保健部 保護・監査指導室 高齢・介護施設監査班 097-506-2633

45 宮崎県 福祉保健部 指導監査・援護課 法人指導担当 0985-44-2607

46 鹿児島県 くらし保健福祉部 社会福祉課 指導監査係 099-286-2824

47 沖縄県 子ども生活福祉部 福祉政策課 098-866-2177


